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文教民生委員会・分科会次第  

 

              平成 31年３月 12日（火）９:30 ～ 

     第２委員会室  

 

１ 開  会 

 

２ 委員長あいさつ 

 

３ 協議事項 

  ⑴ 付託案件の審査 

    議案付託表・分科会分担表のとおり 

 ⑵ 請願・陳情の審査 

ア 陳情第１号 

災害時要援護者登録に関する陳情書【社会福祉課】 

 ⑶ 閉会中の継続審査の申し出について ＜別紙１＞  

⑷  管外行政視察について 

  ア 日程 

 平成 31 年５月 15 日（水）～17 日（金） 

  イ 視察先 

    秋田県男鹿
お が

市（15 日）、青森県八戸
はちのへ

市（17 日） 

  ウ 視察項目 

   (ｱ) 秋田県男鹿市：おがっこネウボラの取り組みについて 

     ・                     

・                     

・                     

   (ｲ) 青森県八戸市：八戸ブックセンターの取り組みについて 

・                     

・                     

・                     

 

４  その他 

 

５ 閉  会 

 

 



文教民生委員会重点調査事項 

Ｈ30.11.15 

 

１ 福祉等の充実について 

     ・高齢者、障害者福祉の充実 

     ・介護保険事業の円滑な推進 

     ・生活習慣病予防対策等保健事業の推進 

 

   ２ 医療の確保について 

     ・地域医療の確保 

     ・国保事業の安定的な運営 

     ・国保税の収納対策 

 

   ３ 環境衛生について 

・ごみの減量 

・霊苑の利用促進 

・不法投棄防止対策 

 

   ４ 交通安全・防犯対策について 

     ・高齢者及びこどもの安全確保 

     ・歩行者及び自転車の安全確保 

     ・消費者保護と詐欺、悪質商法対策 

 

   ５ 教育をめぐる諸問題について 

     ・学校施設整備 

     ・教育の充実 

     ・小中一貫教育の充実 

 

   ６ 子ども・子育て支援について 

     ・子ども・子育て支援事業の充実 

     ・待機児童解消対策の推進 

 

   ７ 文化財の保護と伝統文化の継承について 

     ・文化財の保護と活用 

 

   ８ 地域コミュニティについて 

     ・新しいコミュニティの推進 

 

   ９ 生涯学習について 

     ・図書館のあり方検討 

＜別紙１＞ 



  

平成 31年第１回豊岡市議会（定例会）議案付託分類表 

 

【文教民生委員会】 

  報告第１号 専決処分したものの報告について 

   専決第２号 損害賠償の額を定めることについて 

  第５号議案 北但行政事務組合規約の変更について 

  第14号議案 豊岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例制

定について 

  第15号議案 豊岡市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定

について 

  第16号議案 豊岡市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員、設備及び運営等に関する基準等を定める条例の一

部を改正する条例制定について 

  第17号議案 豊岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定

について 

  第18号議案 豊岡市国民健康保険資母診療所財政調整基金条例を廃止する条例制

定について 

  第19号議案 豊岡市診療所事業財政調整基金条例を廃止する条例制定について 

  第23号議案 平成30年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算

（第５号） 

  第24号議案 平成30年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（直診勘定）補正予算

（第３号） 

  第25号議案 平成30年度豊岡市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号） 

  第26号議案 平成30年度豊岡市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

  第27号議案 平成30年度豊岡市診療所事業特別会計補正予算（第４号） 

  第33号議案 平成31年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）予算 

  第34号議案 平成31年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（直診勘定）予算 

  第35号議案 平成31年度豊岡市後期高齢者医療事業特別会計予算 

  第36号議案 平成31年度豊岡市介護保険事業特別会計予算 

  第37号議案 平成31年度豊岡市診療所事業特別会計予算 

  第38号議案 平成31年度豊岡市霊苑事業特別会計予算 

 

 

予算決算委員会付託議案に係る分科会分担表 

 

【文教民生分科会】 

  第22号議案 平成30年度豊岡市一般会計補正予算（第11号） 

  第32号議案 平成31年度豊岡市一般会計予算 
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 平成 31年３月定例会 

 

文教民生委員会・文教民生分科会 審査日程表 

審査日程 所 管 部 等 名 審 査 区 分（青字：委員会、赤字：分科会） 
予定 

時間 

集合 

時間 

３月11日（月） 

９：30～ 

第２委員会室 

 

【市民生活部】 

市民課 

生活環境課 

 

【健康福祉部】 

社会福祉課 

高年介護課 

健康増進課 

ハートリーフ戦略室 

 

【各振興局】 

市民福祉課 

 

説明・質疑 

■第32号議案 ㉛豊岡市一般会計予算 

 

会計ごとに説明・質疑・討論・表決 

●第33号議案 ㉛豊岡市国民健康保険事業特別会計（事業

勘定）予算 

●第34号議案 ㉛豊岡市国民健康保険事業特別会計（直診

勘定）予算 

●第35号議案 ㉛豊岡市後期高齢者医療事業特別会計予算 

●第36号議案 ㉛豊岡市介護保険事業特別会計予算 

●第37号議案 ㉛豊岡市診療所事業特別会計予算 

●第38号議案 ㉛豊岡市霊苑事業特別会計予算 

９:30 

～ 

 

９:30 

 

 

【地域コミュニティ振興部】 

コミュニティ政策課 

生涯学習課 

文化振興課 

スポーツ振興課 

 

【教育委員会】 

教育総務課 

こども教育課 

こども育成課 

 

説明・質疑 

■第32号議案 ㉛豊岡市一般会計予算 

 

 

14：00 

～ 

13:50 

 

 委員のみで審査を行

います。 

討論・表決 

■第32号議案 ㉛豊岡市一般会計予算 

 

 

《第32号議案：分科会審査意見、要望等のまとめ》 

《第33～38号議案：委員会審査意見、要望等のまとめ》 

17：00 

～ 

 

 

※ 第 32号議案は、「説明、質疑」までを行い、第 33～38号議案は、「説明、質疑、討論、表決」を

行います。終了次第、次の部に移ります（前の部は退席します。）。 

※ 報告事項の関係部署については、改めて出席ください。 
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審査日程 所 管 部 等 名 審 査 区 分（青字：委員会、赤字：分科会） 

３月12日（火） 

９：30～ 

第２委員会室 

 

【地域コミュニティ振興部】 

コミュニティ政策課 

生涯学習課 

文化振興課 

スポーツ振興課 

 

【市民生活部】 

市民課 

生活環境課 

 

【健康福祉部】 

社会福祉課 

高年介護課 

健康増進課 

ハートリーフ戦略室 

 

【各振興局】 

市民福祉課 

 

【教育委員会】 

教育総務課 

こども教育課 

こども育成課 

個別に説明・質疑・討論・表決 

●報告第１号 専決処分したものの報告について 

  専決第２号 損害賠償の額を定めることについて 

●第５号議案 北但行政事務組合規約の変更について 

●第14号議案 豊岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を

改正する条例制定について 

●第15号議案 豊岡市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

●第16号議案 豊岡市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型

介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関

する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定

について 

●第17号議案 豊岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

●第18号議案 豊岡市国民健康保険資母診療所財政調整基金条例を

廃止する条例制定について 

●第19号議案 豊岡市診療所事業財政調整基金条例を廃止する条例

制定について 

●第23号議案 ㉚豊岡市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正

予算（第５号） 

●第24号議案 ㉚豊岡市国民健康保険事業特別会計（直診勘定）補正

予算（第３号） 

●第25号議案 ㉚豊岡市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３

号） 

●第26号議案 ㉚豊岡市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

●第27号議案 ㉚豊岡市診療所事業特別会計補正予算（第４号） 

 

個別に説明・質疑・討論・表決 

■第22号議案 ㉚豊岡市一般会計補正予算（第11号） 

 

 

・・・・・・・・・・当 局 職 員 退 席・・・・・・・・・・・・ 

  

《請願・陳情》（コミュニティ振興課、高年介護課） 

○陳情第１号：災害時要援護者登録に関する陳情書【社会福祉課】 

 

 

 

《閉会中の継続審査の申し出について》 

 

《管外行政視察について》 

 

 

 

《第22号議案：分科会審査意見、要望等のまとめ》 

《報第１専第２、第５・14～19・23～27号議案：委員会審査意見、要

望等のまとめ》 

 

※ 全部署とも午前９:30開始で、第 22号議案の審査終了をもって、全部署退席とします。 

※ 請願・陳情の関係部署については、改めて出席ください。 



【委　　員】

【当　　局】

出席

欠席

【事 務 局】

飯塚　智士

大谷　康弘

宇川　義和教育総務課参事

教育総務課参事

教育総務課長 正木　一郎

大谷　賢司

こども教育課長

丸谷　祐二

木下　直樹

市民生活部長

市民課長

市民課参事

生活環境課参事

今井　謙二

 出石振興局 市民福祉課参事  柏木　敏高

木下　和彦

定元　秀之

桑井　弘之

井上　　貢

池内　章彦

幸木　孝雄

土生田祐子

船野　恵子

竹野振興局長 瀧下　貴也

竹野振興局 市民福祉課長

職   名 氏　名

堂垣　真弓

氏　名職   名

松　井　正　志

H31.3.12

H31.3.12H31.3.12

H31.3.12

日高振興局 市民福祉課長 前野　郁子

スポーツ振興課長

氏　名

副 委 員 長

生活環境課長

城崎振興局 市民福祉課長 宮岡　浩由文化振興課長

大岸　和義

文化振興課参事

上田　健治
 

生涯学習課参事

宮本ゆかりこども育成課長

こども育成課参事 冨岡　　隆

ハートリーフ戦略室長 （久保川伸幸）

健康増進課参事 浅田　英稔

こども育成課参事 山根　哲也

杉岡美佐子健康増進課参事

委　　　員

職   名 氏　名

議会事務局調査係長

氏　名

木山　敦子

職   名

小川　一昭

コミュニティ政策課長

地域コミュニティ振興部参事

地域コミュニティ振興部長

生涯学習課長

社会福祉課参事

職　 名 氏　　　　名

竹　中　　　理

上　田　倫　久

青　山　憲　司

木　谷　敏　勝

土生田　仁　志委　　　員

委　　　員

委　　　員

委　員　長

委　　　員

委　　　員

井　上　正　治

上　田　伴　子

福冨　省吾

大谷　正代

川口　雅浩

但東振興局 市民福祉課長

職   名

社会福祉課参事 米田　紀子

社会福祉課長 教育次長

高年介護課参事

高年介護課長 恵後原孝一

川端美由紀

こども教育課参事

出石振興局 市民福祉課長

原田　政彦

武田　満之

宮本　和幸健康増進課長 こども教育課参事

文 教 民 生 委 員 会 名 簿
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午前９時２８分開会 

○委員長（竹中  理） おはようございます。それ

では、定刻より早いですけども、おそろいになりま

したので文教民生委員会を開会します。 

 まず、当局から出石振興局柏木市民福祉課参事の

欠席について申し出があり、許可をいたしておりま

すので、ご了承願います。 

 また、当局から当委員会へ、瀧下竹野振興局長を

出席させたいとの申し出があり、許可をしておりま

すので、ご了承願います。 

 なお、本日は陳情第１号について、市民の方から

委員会審査を傍聴したい旨の申し出があり、これを

許可しておりますので、ご了承願います。 

 これより付託案件の審査に入りますが、本日は、

別紙の日程表のとおり当局全部署に出席をいただ

いて審査を行います。 

 委員の皆さん、当局の皆さん、説明、質疑、答弁

に当たりましては、くれぐれも要点を押さえて、簡

潔明瞭に行うなど、スムーズな議事進行に格別のご

協力をお願いをいたします。 

 また、発言の際は、必ず発言の最初に課名と名前

をお願いします。委員の皆さんにおかれましては、

スムーズな議事進行に格別のご協力をよろしくお

願いいたします。 

 これより協議事項１番、付託案件の審査に入りま

す。 

 それでは、報告第１号、専決処分したものの報告

について、専決第２号、損害賠償の額を定めること

についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 竹野振興局市民福祉課。 

○竹野振興局市民福祉課長（船野 恵子） 議案書の

３ページをお願いいたします。専決第２号、損害賠

償の額を定めることについてご説明申し上げます。 

 今回の誤りの原因となりました国民健康保険の

住所地特例につきまして、お手元にお配りしました

資料によりご説明いたします。国民健康保険制度は、

資格の適用要件に住所地主義をとっており、住民登

録をしている市町村で加入するのが原則です。通常

は（１）のように、豊岡市からＡ市に転出すると、

Ａ市の国民健康保険に加入することになりますが、

例外として（２）のように、Ｂ市に住所を移しても

施設等に入居した場合は転出する前の市町村、この

場合、豊岡市の国民健康保険に引き続き加入すると

いう特例があります。この特例を住所地特例といい、

国民健康保険法第１１６条の２の規定に基づくも

のです。趣旨及び対象施設などは、枠内に記載のと

おりです。 

 今回の事案は、（２）の住所地特例になる異動で

あったにもかかわらず、（１）の通常転出であると

職員が思い込み、転出先で国保加入になりますとご

案内したために起こったものです。相手方は、市が

説明したとおり、転入と同時に移動先で国保に加入

し、保険証を受け取るつもりで届け出されましたが、

転入先が住所地特例の対象施設であったため、豊岡

市の国保の適用となり、保険証は豊岡市が発行する

べき方でした。相手方は、転入直後に病院受診を予

定されていましたが、予定を変更し、豊岡市で保険

証を受け取るため、別途手続が必要となりました。

このため、相手方に想定外の負担をおかけしたこと

に対し、交通費相当額の１万８０円を賠償したもの

です。 

 説明は以上です。 

○委員長（竹中  理） どうぞ。 

○竹野振興局長（瀧下 貴也） 住所地特例並びに今

回の経緯につきましては、ただいま課長が説明をい

たしたとおりですが、相手方にはもちろんのこと、

今回のような事案を発生させましたことを、まずお

わび申し上げたいと思います。 

 今後は手続をされる方より十分な聞き取りを行

うとともに、複数の職員による資格確認を行うなど、

再発防止に努めてまいりますので、格別のご理解を

賜りよろしくご審議賜りますようお願いを申し上

げます。 

 このたびはまことに申しわけございませんでし

た。 

○委員長（竹中  理） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 
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 青山委員。 

○委員（青山 憲司） 内容につきましては、よくわ

かりました。この案件がわかった経緯について説明

をいただけますか。判明した経緯ですね。どういう

ことでこれがわかったのかという、それがしいては

再発防止にもつながるというふうに思いますので、

ちょっとその経緯を説明お願いします。 

○委員長（竹中  理） どうぞ。 

○竹野振興局市民福祉課長（船野 恵子） 相手方が、

転入先の市町村の窓口で転入届を出されたときに、

相手方にはわかりました。そして、そのときに転入

先の市町村から豊岡市役所のほうに、市役所同士で

連絡があって、その後竹野振興局のその旨がまた本

庁から電話があって、そこの時点でわかりました。 

○委員長（竹中  理） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） 市役所同士というか、相手方

の行政というか、役所に届けたときにわかったと、

市役所とのやりとりでわかったということであり

ますので、普通のというんですか、こういう手続を

する場合には本当になかなか一般の方はわかりに

くいかと思いますので、そのあたりは竹野振興局だ

けでなくって、本庁も含めてこういったことが起こ

らないような施策というのを、ぜひ再発防止として

取り組んでいただきたいなというふうに思います。

これは意見として申し上げておきたいと思います。

よろしいです。 

○委員長（竹中  理） ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（竹中  理） なければ、本件は報告事項

ですのでご了承願います。 

 次に、第５号議案、北但行政事務組合規約の変更

についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 生活環境課。 

○生活環境課長（今井 謙二） ４７ページをごらん

ください。第５号議案、北但行政事務組合規約の変

更についてご説明いたします。 

 本案は、北但行政事務組合規約の変更について、

地方自治法の規定により、関係市町と協議するに当

たり、同法の規定により議会の議決を求めるもので

す。 

 規約変更の理由は、当組合の業務が建設から運営

のみになり、事務事業が平準かつ安定していること、

さらに組合の組織体制も縮小となり、職員数も減少

していることなどに伴い、議会組織の見直しを組合

等で協議された結果を踏まえ、議員定数を１６人か

ら１２人に変更するものです。 

 詳細につきましては、４９ページの組合規約新旧

対照表をごらんください。第５条第１項中、組合議

会の議員の定数１６人を４人減らし１２人に、その

内訳として、豊岡市１０人を８人に、香美町３人を

２人に、新温泉町３人を２人に改めるもので、本年

１１月１日からの施行としております。 

 説明は以上です。 

○委員長（竹中  理） 説明は終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 上田伴子委員。 

○委員（上田 伴子） 香美町と新温泉町においての

議論はどのようになっておりますでしょうか。 

○委員長（竹中  理） どうぞ。 

○生活環境課長（今井 謙二） それぞれ構成市町の

議会等での協議はなされているものとは聞いてお

りますが、内容については把握しておりません。 

○委員長（竹中  理） 上田伴子委員。 

○委員（上田 伴子） では、まだ、議決がされたと

か、そういうことの把握もされていないということ

でしょうか。議員定数を減らすことについての香美

町、新温泉町において。 

○委員長（竹中  理） どうぞ。 

○生活環境課長（今井 謙二） 香美町議会において

は、２月２８日に原案が可決したというようなこと

は把握しておりますが、ほかについてはまだ聞いて

おりません。 

○委員長（竹中  理） よろしいですか。 

 ほかに質疑ありませんか。 

 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（竹中  理） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものとして決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（竹中  理） ご異議なしと認めます。よ

って、第５号議案は、原案のとおり可決すべきもの

と決定をいたしました。 

 次に、第１４号議案、豊岡市廃棄物の処理及び清

掃に関する条例の一部を改正する条例制定につい

てを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 生活環境課、どうぞ。 

○生活環境課長（今井 謙二） ８２ページをごらん

ください。第１４号議案、豊岡市廃棄物の処理及び

清掃に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いてご説明いたします。 

 本案は、家庭系廃棄物の処理手数料について、指

定ごみ袋の燃やすごみ及び燃やさないごみ、それぞ

れの大中小の規格ごとの１リットル当たりの単価

に差が生じており、小袋が最も割高になっておりま

すので、この容量単価の差をほぼなくすために改定

しようとするものです。 

 ８４ページをお願いします。条例案要綱によりご

説明いたします。１の改正内容につきましては、家

庭系廃棄物の処理手数料の燃やすごみ、燃やさない

ごみのうち、大袋１袋につき５０円から５２円に、

５袋１袋につき２５円から２３円に改定するもの

です。なお、中袋につきましては、現行の１袋３５

円に据え置いております。２の附則の（１）で施行

期日を本年１０月１日からとしており、（２）で経

過措置を定めております。 

 なお、８５ページに新旧対照表を添付しておりま

すので、ご清覧ください。 

 説明は以上です。 

○委員長（竹中  理） 説明は終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 青山委員。 

○委員（青山 憲司） きのう、この袋の数について、

大袋と小袋の数をお聞きしたんですが、今の説明で

１リットル当たりの単価に差があるということで、

今回の改定になるんですが、その単価、大袋、中袋、

小袋の１リットル当たりの単価がわかれば教えて

いただけますか。 

○委員長（竹中  理） どうぞ。 

○生活環境課長（今井 謙二） １リットル当たりの

単価を申し上げます。大袋につきましては、４５リ

ットル入るわけですが、１リットル当たり１．１１

１円、中袋につきましては３０リットルで入ります。

リッター当たり１．１６７円になります。小袋は２

０リットル入りますが、１．２５０円になっており

ます。 

○委員（青山 憲司） わかりました。 

○生活環境課長（今井 謙二） 改正後もですか。 

○委員（青山 憲司） 改正後ももし。 

○委員長（竹中  理） どうぞ。 

○生活環境課長（今井 謙二） 改正後につきまして

は、大袋が１．１５６円、中袋が１．１６７円、小

袋が１．１５０円となります。 

○委員長（竹中  理） よろしいですか。 

○委員（青山 憲司） はい、いいです。 

○委員長（竹中  理） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（竹中  理） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（竹中  理） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（竹中  理） ご異議なしと認めます。よ

って、第１４号議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。 

 次に、第１５号議案、豊岡市災害弔慰金の支給等

に関する条例の一部を改正する条例制定について

を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 社会福祉課。 

○社会福祉課長（原田 政彦） それでは、８６ペー
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ジをごらんください。第１５号議案、豊岡市災害弔

慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

制定についてご説明をいたします。 

 本案は、災害弔慰金の支給等に関する法律の改正

に伴いまして、災害援護資金に係る貸付利率を条例

で定める必要があるため、所要の改正を行おうとす

るものでございます。 

 ８８ページの条例案要綱をごらんください。改正

の内容につきましては、１の（１）では、災害援護

資金の貸付利率につきまして、保証人を立てる場合

は無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間

中は無利子とし、据置期間経過後は遅滞の場合を除

き、年１％とすることを定めるものでございます。

（２）におきましては、災害援護資金の償還方法に

ついて、元利均等半年賦償還及び元利均等月賦償還

を加えることとしております。附則第１項で、この

条例は平成３１年４月１日から施行することとい

たしております。 

 なお、８９ページに新旧対照表を添付しておりま

すので、ご清覧いただきたいと思います。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（竹中  理） 説明は終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（竹中  理） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（竹中  理） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（竹中  理） ご異議なしと認めます。よ

って、第１５号議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定をいたしました。 

 次に、第１６号議案、豊岡市指定地域密着型サー

ビス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営等に関する基準等を定める条

例の一部を改正する条例制定についてを議題とい

たします。 

 当局の説明を求めます。 

 高年介護課。 

○高年介護課長（恵後原孝一） 議案の９０ページを

ごらんください。第１６号議案、豊岡市指定地域密

着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員、設備及び運営等に関する基準等を

定める条例の一部を改正する条例制定についてご

説明いたします。 

 ９２ページをお願いします。改正の内容について、

条例案要綱によりご説明をいたします。今改正につ

きましては、地域包括ケアシステムの強化のための

介護保険法等の一部を改正する法律により、介護保

険法が改正され、共生型地域密着型サービスの事業

が新設されましたので、この基準を定める所要の改

正を行おうとするものです。具体的には、通常の地

域密着型サービスの事業の基準と同じ基準として

おります。附則で、この条例は平成３１年４月１日

から施行することとしております。 

 なお、９３ページに新旧対照表を添付しておりま

すので、ご清覧ください。 

 説明は以上です。 

○委員長（竹中  理） 説明は終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（竹中  理） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（竹中  理） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり、可決

すべきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（竹中  理） ご異議なしと認めます。よ

って、第１６号議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定をいたしました。 

 次に、第１７号議案、豊岡市職員の特殊勤務手当

に関する条例の一部を改正する条例制定について、

ほか２件を一括議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 健康増進課。 
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○健康増進課長（宮本 和幸） それでは、９４ペー

ジをごらんください。第１７号議案、豊岡市職員の

特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

制定についてご説明いたします。 

 本案は、診療所に勤務する職員の特殊勤務手当に

ついて、在宅療養支援診療所連絡体制維持業務に従

事した看護師に対し手当を支給するため必要な事

項を定めるものです。 

 内容につきましては、９６ページの条例案要綱を

ごらんください。診療所に勤務する職員の特殊勤務

手当について、看護師が在宅療養支援診療所連絡体

制維持業務に従事したときを加え、当該業務に係る

特殊勤務手当の額は１回につき１，０００円として

います。附則で、この条例の施行期日を平成３１年

４月１日からとしています。 

 ９７ページに新旧対照表を添付していますので、

ご清覧ください。 

 なお、在宅療養支援診療所ですが、幾つか要件が

ありますので、２４時間連絡を受ける体制をとって、

その連絡先を患者に文書で提供し、往診に応じる必

要があります。また、国に対して、施設基準の届け

出をする必要がありまして、現時点では、森本診療

所が対象になっています。 

 説明は以上です。 

 次に、９８ページをごらんください。第１８号議

案、豊岡市国民健康保険資母診療所財政調整基金条

例を廃止する条例制定についてご説明申し上げま

す。 

 本案は、国民健康保険資母診療所財政調整基金に

ついて、現在の基金残高や診療所の運営状況、基金

の運用状況から、今後新たに積み立てを増額してい

くことは難しく、また必要な財源は一般会計からの

繰り入れで対応していることから、基金としての役

目は終えたものと判断し、廃止しようとするもので

す。 

 次に、９９ページをごらんください。附則で、こ

の条例は平成３１年４月１日から施行することと

しています。 

 説明は以上です。 

 次に、また１００ページをごらんください。第１

９号議案、豊岡市診療所事業財政調整基金条例を廃

止する条例制定についてご説明申し上げます。 

 本案は、診療所事業財政調整基金について、現在

の基金残高や診療所の運営状況、基金の運用状況か

ら、今後新たに積み立てを増額していくことは難し

く、また必要な財源は一般会計からの繰り入れで対

応していることから、基金の役目は終えたものと判

断し、廃止しようとするものです。 

 次に、１０１ページをごらんください。附則で、

この条例は平成３１年４月１日から施行すること

としています。 

 説明は以上です。 

○委員長（竹中  理） 説明は終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 上田伴子委員。 

○委員（上田 伴子） 先ほどありました１７号議案

で、今までは森本診療所のそういう在宅医療につい

ての夜間ですかね、その診療は今まではなかったと

いうことですか、これはいつから始められたんでし

ょうか。 

○委員長（竹中  理） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 今までも対応はして

いただいてます。ただ、手当がなかったということ

で、今回手当をつけたいなと思って提案させていた

だいています。 

○委員長（竹中  理） 上田伴子委員。 

○委員（上田 伴子） この１，０００円ということ

ですけども、それ以外の手当が今まではあったとい

うことでしょうか。 

○委員長（竹中  理） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 当然診療とかで出て

いただきましたら、超過勤務手当ということでの手

当はありますが、要は待機というか、携帯電話を持

って待機していただくことに対する手当はなかっ

たということです。 

○委員長（竹中  理） 上田伴子委員。 

○委員（上田 伴子） 細かいことはわからへんです

けども、何名体制ぐらいで当たっておられるとかあ
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るんでしょうか。 

○委員長（竹中  理） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 今は看護師さん、正

職員が１人ということなので、お一人の方で対応し

ていただいてるということです。 

○委員長（竹中  理） 上田伴子委員。 

○委員（上田 伴子） 大変だと思いますけども、よ

ろしくお願いします。 

○委員長（竹中  理） ほかに質問はありませんか。 

 青山委員。 

○委員（青山 憲司） 今の１７号議案について、も

う少し確認をさせてください。 

 １点は、ほかの診療所がこういった在宅療養支援

診療所体制というのがどうなっているのか、必要性

も含めてちょっとお伺いしたい点と。 

 もう１点は、待機ということでの確認ですね。待

機しましたということの申請なり、この業務の確認

方法ですね、それについてどういったやり方をされ

るのか、その２点ちょっと教えてください。 

○健康福祉部長（久保川伸幸） 他の診療所もという

ことですので、診療所全体ということでの考え方の

中で、私のほうからご説明をしたいと思います。こ

の在宅療養支援診療所という届け出をしていただ

いてるのは、現在、森本診療所のみでございます。

この在宅療養支援診療所というのは、先ほど課長の

ほうから申し上げましたように、２４時間３６５日、

要請に応えるために心構えとしてしっかり体制を

とっておく必要がある、そのために携帯を看護師に

持たせるということで、その持っていることがそも

そもいつでも連絡が受けられるという体制をとる

ということになります。 

 待機の状況をどう確認するかというと、要は１カ

月ごとぐらいで、今度担当がかわるとしたら、今は

看護師が１人でずっと持ってるんですけれども、体

制が整えばそれが１名ずつ、一月交代というような

ことも考えたいと思うんですが、そういうことで携

帯を持つことがそもそも待機ということになりま

す。これは、ですから深夜にかかってくるかもしれ

ませんしっていうことで、患者の方は登録をされた

方が電話番号の連絡先も紙を持っていただいてい

る、その携帯を看護師が持っているという体制をと

る必要がございます。在宅療養支援診療所はいつで

もその連絡がとれる体制をとるというのが、そもそ

も必要で、その体制のとり方が携帯を持つというこ

とで確保するということですので、これは常に確認

がそういうことでとれます。 

 この在宅療養支援診療所といいますのは、今言い

ましたように、３６５日２４時間そこに対応すると

いう心構えが何しろ一番重要なポイントになりま

す。それをちゃんと届け出をしていただくことで、

診療報酬も若干の上乗せがあるんですが、他の診療

所でこれを求めるかというと、実際にそこまで求め

るというのは非常に難しい部分がございます。近隣

に住んでおられるかどうかというような条件があ

ったりとか、いろいろしますし、看護師の体制もご

ざいますので、それぞれの診療所も往診等は実質い

ただけておりますので、内容として大きく差がある

ということではないと思いますが、その在宅療養支

援診療所としての届け出をしてでも、私はこの地域

を守るというような体制をとられるかどうかとい

うのは、大いに医師の心構えといいますか、そうい

ったところに負うところが大きいございますので、

ほかの診療所も実質の往診等々の対応はしっかり

いただけておりますので、あえてそこまでこちらと

しては求めないというつもりでございます。したが

って、この手当がつくのも森本診療所だけというこ

とで、現在は考えております。 

○委員長（竹中  理） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） 確認のとり方なんですが、従

事した業務１回について１，０００円ということな

んですけども、これ必要であれば毎日ということに

なるのか、その看護師さんといいますか、看護師さ

んが従事したときにこの手当といいますか、特殊勤

務手当がつくようになるんですけども、それはひょ

っとしてというか、毎日ということも可能性として

はあるのかという点と。 

 もう１点は、ほかの診療所についてもこういう必

要性といいますか、ニーズが出た場合には、この在
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宅療養支援診療所の要件というか、これを満たすよ

うなことになるのかどうか、その点について再度お

願いします。 

○委員長（竹中  理） どうぞ。 

○健康福祉部長（久保川伸幸） ちょっと条例案の中

の９７ページのところで、新旧対照表をつけてござ

いますので、そちらを見ていただけるとありがたい

んですが、この新旧対照表の改正後のところの第２

項のところで、アンダーラインが引っ張ってござい

ますが、考え方として、この手当の出し方につきま

しては、時間を区切って整理しております。例えば

普通の夜ということで、午後５時１５分から翌日の

朝８時３０分までの従事が１つ、または午前８時３

０分から午後５時１５分までの従事を１つの業務

ということで、それぞれ捉えております。例えば平

日月曜日であれば、月曜の５時１５分以降、翌朝の

８時３０分始業までの間で、要請があれば、これが

１回、携帯を持ってずっといること自体が１回です

ので、実際に電話がかかってくる、こないにかかわ

らず、これは１回となります。ですので、平日５日

間ありましたら、これは持っておることで５日間分

の手当を支給いたします。土日であれば、日中もお

休みですし、夜もお休みですので、勤務時間中８時

３０分から午後５時１５分までの部分も出ますし、

夜の部分も出ますしということで、土日はそれぞれ

２回あるというイメージをしていただければと思

います。それを看護師１人がずっと持ちながら１年

間対応しているという状況がございまして、これは

なかなか大変だなということもあったので、そうい

った手当を出させていただくことにしたと。 

 他の診療所での要請ということではありますけ

れども、先ほども少しお答えしましたように、これ

は非常に３６５日２４時間対応しなければならな

いということで、それぞれの診療所に医師を招聘し

ますときに、そこまでを求めてお願いして来ていた

だいたわけではないというのがございます。それを

あえて、その体制をとってくださいというのはなか

なか厳しいものがあるなという思いをしておりま

す。森本診療所のドクターにつきましては、そこの

部分も含めて頑張ってやるという心構えを持って

臨んでいただいておりますけれども、他の先生も、

先ほども言いましたように、日曜日であれ、土曜日

であれ、夜の往診等も実質的には対応いただけてお

りますので、たまたまどっかに出かけていって対応

できないということもございます。それを、じゃあ

この在宅療養支援診療所を届け出して、でも頑張っ

てくれっていうかっていうと、それはなかなか酷な

部分があるなという思いをしておりますので、今現

段階において、他の診療所にこれを広げたいという

ところまでは考えておりません。 

○委員長（竹中  理） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） 済みません、最後なんですが、

今の確認方法なんですけど、携帯を持ってるという

ことでというふうなお話がありました。ということ

は、これ毎日ずっと、３６５日２４時間持ち続けて

ると、毎日手当がつくということになりますけど、

そういう認識でいいのか、理解でいいのかというの

と、それ以外に今の、例えば携帯電話にかかってき

たときに、その要請に応じて出動した場合は、また

別に手当がつくというふうな理解でいいのか、その

２点についてちょっと確認をしたいと思います。 

○委員長（竹中  理） どうぞ。 

○健康福祉部長（久保川伸幸） 今回の特殊勤務手当

については、先ほどご指摘のように、毎日つきます。

実際に電話がかかってきて、出動しなければならな

いということになったときには、それは通常今まで

も出ておりますが、時間外の手当は出ますので、そ

ういった仕分けになっております。 

○委員（青山 憲司） よろしいです。 

○委員長（竹中  理） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（竹中  理） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（竹中  理） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。第１７号議案から第１９号議

案までは、原案のとおり可決すべきものと決定して

ご異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（竹中  理） ご異議なしと認めます。よ

って、第１７号議案から第１９号議案までは、いず

れも原案のとおり可決すべきものと決定をいたし

ました。 

 次に、第２３号議案、平成３０年度豊岡市国民健

康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算（第５号）

を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 市民課。 

○市民課長（木下 和彦） それでは、議案書の２３

６ページをお願いいたします。第２３号議案。 

○委員長（竹中  理） ちょっと待って。 

○市民課長（木下 和彦） 済みません。２３６ペー

ジでございます。よろしいでしょうか。 

 第２３号議案、平成３０年度豊岡市国民健康保険

事業特別会計（事業勘定）補正予算（第５号）につ

いてご説明をいたします。 

 本案は、第１条で歳入歳出の予算の総額から、歳

入歳出それぞれ１億２１３万円を減額し、予算の総

額を８９億１，０１１万３，０００円とするもので

ございます。主な内容といたしましては、支払い額

の確定や不用額の精算に伴いまして行うものでご

ざいます。 

 それでは、２５７ページ、２５８ページをお願い

いたします。歳出補正予算総括表によりましてご説

明をいたします。総務費の一般管理費２２万８，０

００円の減額につきましては、人件費を減額するも

のでございます。次の保険給付費、医療費の伸び率

が当初より低い伸びとなりましたので７，５１４万

７，０００円を減額するものでございます。次に、

国民健康保険事業納付金でございますが、一般会計

からの保険基盤安定繰入金の減額によりまして、財

源構成を行うものでございます。次の保健事業費３

４万円の減額につきましては、人件費に伴う減でご

ざいます。次の基金積立金３，１６０万４，０００

円の減額は保険基盤安定負担金の決算見込みによ

るものでございます。次の諸支出金５１８万９，０

００円の増額につきましては、保険給付費等交付金

償還金等の増額、それから県からの資母診療所の赤

字補填に係ります繰出金の増額によるものでござ

います。歳出は以上でございます。 

 次に、１ページ戻っていただきまして、２５５ペ

ージ、２５６ページをお願いいたします。財源内訳

でございます。国保税の２，９０１万円の増額につ

きましては、収納率のアップを見込んだものでござ

います。次の国庫支出金１万４，０００円の増額並

びに、次の県支出金７，２６５万８，０００円の減

額につきましては、申請、それから変更通知に基づ

きまして補正を行うものでございます。次の繰入金

５，８４９万６，０００円の減額につきましては、

一般会計からの基盤安定繰入金等を決算見込みよ

り減額するものでございます。 

 以上でございますので、よろしくご審議賜ります

ようお願いいたします。 

○委員長（竹中  理） 説明は終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（竹中  理） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（竹中  理） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（竹中  理） ご異議なしと認めます。よ

って、第２３号議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定をしました。 

 次に、第２４号議案、平成３０年度豊岡市国民健

康保険事業特別会計（直診勘定）補正予算（第３号）

を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 健康増進課。 

○健康増進課長（宮本 和幸） では、２６０ページ

をごらんください。第２４号議案、平成３０年度豊

岡市国民健康保険事業特別会計（直診勘定）の補正

予算（第３号）についてご説明いたします。 

 本案は、第１条で歳入歳出予算の総額から、それ
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ぞれ４４１万１，０００円を減額し、予算の総額を

それぞれ９，１６２万２，０００円とするものです。 

 歳入歳出補正予算の内容につきましては、事項別

明細書によりご説明いたしますので、２７０ページ

をごらんください。まず歳出ですが、１枠目の総務

費について、主なものとして公立豊岡病院組合から

の医師の派遣の負担金を減額いたします。２枠目の

医業費については、診療実績から医薬材料費を減額

いたします。 

 戻っていただいて、２６８ページをごらんくださ

い。歳入ですが、１枠目の診療収入は、決算見込み

から減額するものです。次の枠の他会計からの繰入

金は、一般会計分は減額し、事業勘定分は増額です

が、トータルとしては減額とするものです。次の枠

の基金繰入金ですが、基金廃止に伴い繰り入れるも

のでございます。 

 説明は以上です。 

○委員長（竹中  理） 説明は終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 松井委員。 

○委員（松井 正志） 実は、基金条例のとこで聞き

たかったんですけども、次でやりますので、ここで

基金に関連して、基金についてちょっと質問させて

いただきます。基金を廃止されたんですけども、そ

もそもの基金の趣旨っていうのは何だったんだろ

うか。恐らく合併前のそういう市町のやつを持って

きてると思う、どういう指示だったのかというのが

１つと。 

 これまでに積み立てられた原資というのは何だ

ったのか、個別にはいろいろとあると思うんで、そ

れもしわかれば教えてください。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 基金の趣旨としては、

診療運営に当たって何か大きな出費というか、支出

等があるときに繰り入れるというものだと思いま

す。 

 原資については、条例としては運営で余剰金が出

れば、それを積み立てていくということです。ただ、

最初には合併前のそれぞれの診療所にあったもの

の基金を集めているという状況になってます。以上

です。 

○委員長（竹中  理） 松井委員。 

○委員（松井 正志） 基金がなければ、直接市が、

補填せんなんということになるんで、それはそれで、

何も会計上の脆弱性というか、それはないと思うん

だけども、恐らく基金があったっていうのは会計独

立性を保つためという趣旨もあったんじゃないか

なと思います。それによって、診療所もいわゆる経

営を収支を好転させようというふうな趣旨があっ

たんじゃないかと思うんだけども、それがなくなっ

てるということは、逆に言や、全て赤字は市が補っ

てくれるわっていうような安易な経営にならない

ように、また十分監督していただくようによろしく

お願いします。 

○委員長（竹中  理） いいですか。 

 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（竹中  理） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（竹中  理） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（竹中  理） ご異議なしと認めます。よ

って、第２４号議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定をいたしました。 

 次に、第２５号議案、平成３０年度豊岡市後期高

齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）を議題と

いたします。 

 当局の説明を求めます。 

 市民課。 

○市民課長（木下 和彦） 補正予算の説明に入りま

す前に、昨日、委員会で説明をいたしました後期高

齢者医療制度の均等割の軽減特例、口頭ではちょっ

とわかりにくいというようなことがございました

ので、本日お手元に資料をお配りいたしております。

それにつきまして、簡単に説明をさせていただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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 この軽減特例につきましては、実施から７年を経

過する中で、国保の軽減の最大７倍という、もっと

不公平感をもたらしているということから見直し

が求められております。今回、消費税に伴います低

所得者に対します介護保険料の軽減の拡充、それか

ら年金生活者支援給付金の支給にあわせまして行

うこととされたものでございます。実施は１０月か

らでございまして、軽減特例の９割軽減、８割軽減

の方につきまして、それを７割軽減にするというも

のでございます。 

 下に表を上げておりますが、今年度につきまして

は、９割軽減の方は８割軽減に、それで８．５割軽

減の方はそのままということでございます。ここで、

逆転をするわけでございますけども、それにつきま

しては、先ほど言いました消費税の引き上げに伴い

ます９割軽減の方につきましては、年金生活者の支

援給付金、それから介護保険料の軽減が拡充される

というふうなことで、相殺されるということで、そ

ういう状況になっております。３２年以降につきま

しては、９割軽減の方は７割軽減に、８．５割軽減

の方は１．５といいますか、７割軽減の差、１．５

の２分の１を引いた分、７．７５ということで、３

年間かけて７割軽減にするというふうなものでご

ざいます。 

 以上、簡単でございますけども説明といたします。 

○委員長（竹中  理） 何かありますでしょうか。

よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

○市民課長（木下 和彦） そしたら本題のほうに入

らせていただきます。 

 それでは、議案書の２７２ページをお願いいたし

ます。第２５号議案、平成３０年度豊岡市後期高齢

者医療事業特別会計補正予算（第３号）についてご

説明をいたします。 

 本案は、第１条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ１，５４３万５，０００円を追加し、予

算の総額はそれぞれ１２億３，０８３万６，０００

円とするものでございます。 

 ２８１、２８２ページをお願いいたします。歳出

でございます。総務費の４９万８，０００円の減額

につきましては、不用額を減額するものでございま

す。次に、後期高齢者医療広域連合納付金につきま

しては、決算見込みによりまして、保険料の増額、

それから保険基盤安定繰入金の減額によりまして、

１，５９３万３，０００円を減額するものでござい

ます。歳出は以上でございます。 

 次に、１ページ戻っていただきまして、２７９、

２８０ページをお願いいたします。財源内訳でござ

います。歳入の１款、保険料でございますが、３，

９７３万７，０００円の増額は決算見込みによるも

のでございます。次の２款、繰入金２，４２３万円

の減額につきましては、事務費、それから保険基盤

安定に係ります繰入金の決算見込みによるもので

ございます。次の６款、諸収入９万円の増額は保険

料徴収に伴います延滞金を増額するものでござい

ます。次の７款、国庫支出金の１６万２，０００円

の減額につきましては、高齢者医療制度円滑運営事

業費補助金の確定により減額するものでございま

す。 

 以上でございますので、よろしくご審議賜ります

ようお願い申し上げます。 

○委員長（竹中  理） 説明は終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（竹中  理） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（竹中  理） ご異議なしと認めます。よ

って、第２５号議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定をいたしました。 

 次に、第２６号議案、平成３０年度豊岡市介護保

険事業特別会計補正予算（第４号）を議題といたし

ます。 

 当局の説明を求めます。 

 高年介護課、どうぞ。 

○高年介護課長（恵後原孝一） それでは、２８３ペ
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ージをごらんください。第２６号議案、平成３０年

度豊岡市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）

につきましてご説明いたします。 

 本案は、第１条で、歳入歳出予算の総額から歳入

歳出それぞれ１億３，４６６万円を減額し、総額を

それぞれ９４億１，６５４万２，０００円とするも

のです。 

 主な内容について、事項別明細書によりご説明い

たしますので、２９６ページをお願いいたします。

まず、歳出の補正について、主なものをご説明いた

します。上段の総務管理費５８３万４，０００円の

減額は、人件費及び庁用備品によるものです。 

 ２９７ページ、７行目、庁用備品は介護保険シス

テムのクライアント端末機器更新における備品購

入費で、実績に基づいて減額するものです。 

 ２９８ページ、上段の保険給付費介護サービス等

諸費補正額６，０００万円の減額は、１枚戻ってい

ただきまして、２９６ページ、下段の居宅介護サー

ビス給付費等の給付実績見込みによりまして、減額

をしようとするものです。 

 続いて、３０３ページ、上から４行目、予防給付

基準通所介護事業費９５２万８，０００円の増額は、

要支援認定者がふえていることによる利用件数の

増加に伴うものです。一方、そのすぐ下、支え合い

通所介護事業費及びそこから７行下がった支え合

い生活支援サービス事業費の減額につきましては、

利用件数が計画よりも少なかったことにより事業

費実績見込みにより減額しようとするものです。 

 このほか、３０２ページ下段から３０４ページに

かけて、地域支援事業費各種事業費の実績見込みに

より減額をしようとするものです。 

 ３０７ページをお願いします。２行目、介護給付

費準備基金積立金の６，５４１万３，０００円の減

額につきましては、国の普通調整交付金の減額見込

みが保険料の余剰分に影響して積み立て減額をし

ようとするものです。これらのほか、歳出で補正額

のない各種サービス給付費等につきましても、国の

内示額等に基づきまして、財源更生をいたしており

ます。 

 戻っていただきまして、２９０ページから２９５

ページをお願いいたします。歳入の内訳ですけれど

も、主なところで、２９１ページ、真ん中どころ、

普通調整交付金７，０２９万６，０００円の減額に

つきましては、算定基礎となります給付額が計画時

よりも約３億円少ない見込みであること、それと、

交付割合のほうが規定の５％を超えてはいますけ

れども、計画のときよりも低い割合となる見込みに

よるものです。３つ下の行の保険者機能強化推進交

付金につきましては、自立支援、重度化防止等の取

り組みを支援するために創設された交付金となり

ます。そのほか、保険料、国庫支出金、支払基金交

付金、県支出金及び繰入金の各項の増減につきまし

ては、いずれも歳出の実績見込みに伴うものです。 

 また、２９２ページの財産収入と２９４ページの

諸収入の増額につきましては、実績見込みによるも

のです。 

 説明は以上です。 

○委員長（竹中  理） 説明は終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（竹中  理） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（竹中  理） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（竹中  理） ご異議なしと認めます。よ

って、第２６号議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定をいたしました。 

 次に、第２７号議案、平成３０年度豊岡市診療所

事業特別会計補正予算（第４号）を議題といたしま

す。 

 当局の説明を求めます。 

 健康増進課。 

○健康増進課長（宮本 和幸） ３１０ページをごら

んください。第２７号議案、平成３０年度豊岡市診

療所事業特別会計補正予算（第４号）についてご説
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明いたします。 

 本案は、第１条で、歳入歳出予算の総額から、そ

れぞれ１，６６４万４，０００円を減額し、予算の

総額をそれぞれ２億６，４３０万７，０００円と定

めるものです。 

 歳入歳出補正予算の内容につきましては、事項別

明細書によりご説明いたしますので、３２３ページ、

３２４ページをごらんください。まず歳出ですが、

１款の豊岡休日急病診療所から、５款の但東歯科診

療所まで、平成３０年度の決算見込みにより、人件

費、公債費、医業費等の減額を行うものです。 

 戻っていただきまして、３１５ページ、３１６ペ

ージをごらんください。歳入ですが、決算見込みに

より、全ての診療所で減額しています。その内容で

すけども、豊岡休日急病診療所については一般会計

繰入金を減額しています。森本診療所及び神鍋診療

所につきましては、診療収入及び一般会計繰入金を

減額しています。高橋診療所につきましては、診療

収入の増額及び県支出金の確定による県支出金の

増額をしていますが、一般会計繰入金を減額してい

るため、トータルとしては減額となっています。但

東歯科診療所は、診療収入を減額し、一般会計繰入

金を増額していますが、トータルとしては減額とな

っています。廃止する診療所の基金につきましては、

神鍋診療所に繰り入れています。 

 説明は以上です。 

○委員長（竹中  理） 説明は終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（竹中  理） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（竹中  理） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（竹中  理） ご異議なしと認めます。よ

って、第２７号議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定をいたしました。 

 提案は以上ですね。あと分科会なんで、ちょっと

早いですけども、ここで委員会を暫時休憩をします。

再開は３５分。 

   午前１０時２６分 委員会休憩 

──────────────────── 

   午前１０時３５分 分科会開会 

○分科会長（竹中  理） それでは、ただいまより

文教民生分科会を開会いたします。 

 初めに、第２２号議案、平成３０年度豊岡市一般

会計補正予算（第１１号）を議題といたします。 

 当局の説明は、組織順の課単位で所管に係る歳出、

続いて歳入、繰越明許費、債務負担行為及び地方債

の順で一気に説明をお願いします。 

 説明に当たっては、資料のページ番号をお知らせ

ください。 

 質疑におきましては、全ての説明の後、一括して

行いたいと思います。 

 まず、地域コミュニティ振興部からお願いします。 

 どうぞ。 

○生涯学習課長（大岸 和義） 第２２号議案、平成

３０年度豊岡市一般会計補正予算（第１１号）につ

いて説明いたします。 

 議案書１５４ページをお開きください。一番下の

枠で、上から４行目、基金管理費のうち、下から２

行目の植村直己顕彰基金積立金につきまして説明

いたします。こちらのほうは、３０年度中に２件ご

寄附を頂戴いたしましたので、その金額を積み立て

しようとするものでございます。 

 続きまして、議案書２１０ページをごらんくださ

い。上段の３分の１あたりでございます。生涯学習

サロン整備事業費について説明いたします。既存建

物を取り壊した上で、適切な規模で新築することに

整備方針を変更したため、不要となった予算につい

て減額しようとするものです。全体で２億７６２万

５，０００円の減額となっております。 

 続きまして、議案書２１４ページをごらんくださ

い。これもページの上、３分の１あたりでございま

すが、植村直己冒険館機能強化事業費について説明

いたします。内容につきましては、選定委員会に係
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る報償金、費用弁償は決算見込みにより、また業務

委託料は入札減により減額しようとするものでご

ざいます。総額１０７万９，０００円の減額でござ

います。 

 続きまして、歳入について説明いたします。議案

書１４２ページをごらんください。最上段、植村直

己顕彰基金利子でございます。こちらは、利子額が

確定したことによる減額となっております。それか

ら、そのページの一番下でございます、植村直己顕

彰基金の寄附金でございます。先ほど積立金のとこ

ろで申し上げましたが、２件２万円のご寄附をいた

だきましたので、予算に計上するものでございます。 

 続いて、議案書１４４ページをごらんください。

ページ中ほどの植村直己顕彰基金繰入金の減額は、

機能強化事業の委託料が入札減により減額された

ことによる減額でございます。 

 続きまして、１５２ページをごらんください。上

から３つ目の枠の社会教育施設整備事業債、生涯学

習サロン分でございますが、先ほどご説明いたしま

した生涯学習サロン整備事業費を減額したことに

よる減額でございます。 

 続きまして、繰越明許について説明いたします。

議案書１１８ページをごらんください。上から２枠

目でございます。植村直己冒険館機能強化事業にお

きまして、３０年度に予定していた事業者選定支援

の一部が公募時期がおくれたため、３１年度に繰り

越そうとするものでございます。その経費２９１万

６，０００円を繰越明許に上げさせていただいてお

ります。 

 続きまして、債務負担行為について説明いたしま

す。議案書１枚めくっていただきまして、１１９ペ

ージをごらんください。上の廃止の枠の２行目でご

ざいます。生涯学習サロン整備事業につきまして、

整備方針を変更したため、３０年度に設定しており

ました３１年度への債務負担行為を廃止するもの

でございます。それから、そのページの下から４行

目といいますか、４枠目、子どもの野生復帰事業、

それから一つ飛ばしまして、植村直己冒険館機能強

化事業者選定支援業務、それから、その下の日本冒

険フォーラム開催事業の限度額の変更につきまし

ては、３１年度予算にあわせた内容となっておりま

す。 

 続きまして、地方債の補正について説明いたしま

す。議案書は１２１ページをごらんください。１２

１ページの下から３行目でございます。社会教育施

設整備事業費のうち、生涯学習サロンについてです

が、不要となった予算の減額に伴い、起債額の変更

をしようとするものです。なお、補正後の６，８２

０万円は土地建物取得費等に充当されます。 

 説明は以上です。 

○分科会長（竹中  理） どうぞ。 

○文化振興課長（木下 直樹） それでは、２１２ペ

ージお願いします。下から１３行目、４つ目のとこ

ろでございます。出石文化会館管理費でございます。

これは、ひぼこホールの廃止に伴います関係委託料

の減でございます。それから、その下、新文化会館

整備事業費、こちらのほうは入札によります委託料

の減でございます。その下、市民会館等自主事業費

でございます。これは、公演業務の委託料の減額で

ございますけども、主な要因としましては、子供向

け事業の変更や、それから契約交渉、調整結果など

によるものでございます。そのほかの歳出は支出予

定額、精算などによる減額でございます。 

 続きまして、歳入です。１３２ページ、中ほどで

ございます。市民会館等使用料でございますけども、

こちらのほうは実績によります出石文化会館使用

料の増額でございます。 

 それから、１４６ページ、下から２行目になりま

す。参加者負担金の美術館自主事業でございます。

この増額の主な要因としましては、水彩画教室のほ

うが、当初の見込みより多くの参加者があったこと

などによるものでございます。そのほかの歳入は、

収入見通しなどによります減額でございます。 

 次に、債務負担行為、１１９ページお願いします。

１１９ページでございます。下から５つ目、新文化

会館整備基本構想・基本計画策定支援業務、それか

ら、その２つ下、市民会館等自主事業、これらにつ

きましては、３１年度の予算額計上にあわせまして、
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それぞれの限度額を減額するものでございます。 

 説明は以上です。 

○分科会長（竹中  理） どうぞ。 

○スポーツ振興課長（池内 章彦） スポーツ振興課

所管分の歳出予算につきましては、全て事業費見込

みによる減額ですけども、主なものを説明させてい

ただきます。 

 ２１４ページをお願いします。２１４ページの下

の枠ですけども、生涯スポーツ振興事業費、チャレ

ンジデーの事業につきまして、笹川スポーツ財団か

ら助成金をいただきましたので、市の補助金を減額

をしております。 

 ２１６ページをお願いします。中ほどです。出石

の野球場の管理費ですけども、整備工事費６，３０

０万円を減額しております。これは、入札減による

減額になります。それから、運動公園整備事業費に

つきましては、事業費の見込みによる減額ですけど

も、この事業は今年度で終了をいたします。 

 続きまして、歳入を説明させていただきます。１

４４ページをお願いします。上から２枠目、財政調

整基金繰入金のうち、運動公園整備事業費分として

２，６０１万７，０００円を減額をしております。

３０年度の歳出額の見込みによる減額です。 

 １４８ページをお願いします。上から１０行目で

すけども、光熱水費の使用者負担金、玄武洞スポー

ツ公園として７万円の増額をしております。これは、

旧円山川運動公園管理棟解体に係る水道使用に伴

う事業者負担金になります。 

 続きまして、１１８ページをお願いします。繰越

明許費補正です。上から４枠目、保健体育総務費９

９３万６，０００円を繰り越しをしています。これ

は、豊岡市体育施設等個別施設計画策定業務委託事

業ですけども、基本方針を定めるに当たり、体育施

設等、関連施設の現況等、取り巻く環境を十分把握

する必要があり、現地調査を含めた体育施設等の環

境に関する情報の収集及び関係整理に時間を要す

るため繰り越すものです。 

 次、１２１ページをお願いします。地方債補正で

す。一番下の保健体育施設整備事業費、次のページ

の上になります、出石野球場、神美台スポーツ公園

につきましては、事業費見込みによる補正です。 

 説明は以上です。 

○分科会長（竹中  理） 次に、市民生活部。 

○市民課長（木下 和彦） それでは、議案書の１６

６ページをお願いいたします。上から６行目でござ

いますが、戸籍住民基本台帳事務費で、３５万円の

減額でございます。決算見込みにより、不用額を減

額するものでございます。その５行下の個人番号カ

ード交付事業費４７万４，０００円の増額につきま

しては、個人番号カード等の製作関連の業務を、委

任者でございます地方公共団体の情報システム機

構、Ｊ－ＬＩＳでございますけども、そのほうへ交

付金として支出するものでございまして、国からの

見込み額により増額するものでございます。 

 次に、１７０ページをお願いいたします。１７０

ページの上から４項目でございますが、国民健康保

険事業特別会計（事業勘定）繰出金５，８４９万６，

０００円の減額につきましては、国保の特会への保

険基盤安定事業等の決算見込みによりまして、一般

会計からの繰出金を減額するものでございます。そ

の２枠下でございますが、高齢期移行助成事業費５

００万円の減額、それから、その下の重度障害者医

療費助成事業費の１，０００万円の減額、その下の

高齢重度障害者医療費助成事業費の３００万円の

減額につきましては、いずれも決算見込みによるも

のでございます。 

 次のページ、１７２ページをお願いいたします。

下の表の上から５行目でございます。後期高齢者医

療事業費１，６７３万３，０００円の減額につきま

しては、広域連合への負担金の決定に伴います減額

でございます。その４行下でございます、後期高齢

者医療事業特別会計繰出金２，４２３万円の減額に

おきましては、後期高齢者特別会計の保険基盤安定

事業及び事務費の決算見込みによりまして、一般会

計からの繰出金を減額するものでございます。 

 次に、１７４ページをお願いいたします。下の表

の１枠目でございます。児童手当給付事業費５，１

１０万円の減額につきましては、児童手当の給付実
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績に伴います減額でございます。歳出は以上でござ

います。 

 次に、歳入でございます。１３２ページをお願い

いたします。１３２ページの下の２行でございます。

戸籍手数料１４１万７，０００円の減額、その下、

住民基本台帳手数料４２万１，０００円の増、次の

ページでございます。印鑑証明手数料１４９万４，

０００円の減につきましては、いずれも決算見込み

によるものでございます。次に、その下の表の２行

目でございますが、国民健康保険基盤安定費負担金

１，０７５万６，０００円の減額でございます。こ

れは、決算見込みによりまして国の負担分を減額す

るものでございます。その５行下の児童手当負担金

３，５７２万１，０００円の減額につきましては、

決算見込みによりまして、国の負担分を減額するも

のでございます。次に、その下の表でございますが、

１行目、個人番号カード交付事業費補助金４７万４，

０００円の増額、その下、個人番号カード発行等事

務費補助金２５１万４，０００円の増額につきまし

ては、いずれも国からの見込み額によります増額で

ございます。 

 次に、１３６ページでございますが、次のページ

でございます。下の表の１行目でございます。国民

健康保険基盤安定費負担金３，２７０万４，０００

円の減額、その枠の３行下ですが、後期高齢者医療

保険基盤安定費負担金１，７９２万１，０００円の

減額、その次の枠の児童手当負担金７６８万９，０

００円の減額は、いずれも決算見込みによるもので

ございます。 

 次のページでございます。上から２行目の高齢期

移行助成事業費補助金３１３万８，０００円の減額、

その下、２行下でございます。重度障害者医療費助

成事業費補助金５００万円の減額、その２行下、高

齢重度障害者医療費助成事業補助金１５０万円の

減額につきましては、いずれも決算見込みによるも

のでございます。 

 次に、１４８ページをお願いいたします。中段よ

りやや下でございますが、補助金・交付金の２項目

めでございます。兵庫県後期高齢者医療広域連合補

助金２１５万２，０００円の増額につきましては、

療養給付費負担金の減額、それからシステム改修に

伴います補助金の増額によるものでございます。そ

の２行下、後期高齢者医療制度改正広報事業費等補

助金１１万４，０００円の増につきましては、保険

料改定等の制度の内容につきまして、広報事業に伴

います補助金の増によるものでございます。 

 市民課からは以上でございます。 

○分科会長（竹中  理） どうぞ。 

○生活環境課長（今井 謙二） １５８ページをお願

いします。上から２枠目の７行目、ごみの減量・資

源化対策事業費につきまして、業務委託料ですが、

指定ごみ袋の作成業務については、入札減及び作成

数量の減によりまして１，１９１万１，０００円を

減額するものです。他のものにつきましては、決算

見込みによる減額です。 

 次、１６０ページをお願いします。真ん中より少

し下ぐらいにあります、交通安全対策事業費です。

これは、決算見込みによる減額です。 

 １８０ページをお願いします。一番下の枠の中で

すが、じんかい処理事業費ですが、このうちの負担

金です。北但行政事務組合への負担金ですが、電力

売り払い収入の増とか、鉄アルミ等の売り払い単価

の増によりまして、負担金が減額で確定しましたの

で１，５８６万１，０００円を減額するものです。

ほかのものにつきましては、決算見込みによるもの

です。その下の最終処分場の管理費につきましては、

入札減、決算見込みによる減額です。 

 １８２ページをお願いします。一番上の旧清掃施

設管理費につきましては、入札減及び決算見込みに

よる減額です。その下の枠のし尿処理費につきまし

ても決算見込みによる減額です。 

 ２００ページをお願いします。一番下の枠の上か

ら３行目に、災害対策事業費があります。これにつ

きましては、海外漂着物の処理業務につきまして、

事業費が確定したことによります不用額の減額で

す。 

 済みません、次に歳入のほうの説明をさせていた

だきます。１３４ページをお願いします。上から２
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枠目です。し尿処理手数料につきましては、決算見

込みによる減額です。 

 １４０ページ、お願いします。一番上の行です。

地方消費者行政推進・強化事業費補助金ですが、こ

れは決算見込みによる減額です。 

 １４６ページ、お願いします。下から７行目にあ

ります、大型動物死体の処理の委託料です。県から

いただいとる分ですが、決算見込みによる減額です。 

 次、１４８ページをお願いします。上から１３行

目の事業負担金です。その中の豊岡最終処分場の負

担金につきましては、決算見込みによる減額です。

その下の汚泥処理負担金につきましては、北但行政

事務組合への負担金が確定しましたので、下水道会

計からの負担金を１９４万１，０００円減額するも

のです。 

 次に、債務負担行為について説明をいたします。

１１９ページをお願いします。下の変更のほうの上

から３項目め、豊岡斎場火葬等業務につきましては、

入札の執行により限度額を３９９万円減額し、１，

７７１万円とするものです。以上です。 

○分科会長（竹中  理） 続いて、健康福祉部。 

 どうぞ。 

○社会福祉課長（原田 政彦） それでは、１７０ペ

ージのほうをごらんください。１７０ページ、１枠

目の一番下、民生・児童協力委員活動事業費の保険

料でございます。この保険料につきましては、平成

３１年度の民生委員活動保険に加入するための保

険料でありまして、この保険に加入する場合には３

０年の３月３１日までに保険料を支払わなければ

ならないというふうになっております。この民生委

員の活動事業費の４万２，０００円の増額について

でございますけれども、当初は１人当たり掛金５０

０円の保険に加入する予定としておりましたけれ

ども、地震等の災害にも対応した補償プランへの加

入を予定しておりまして、その場合は１人当たり５

００円から６００円となります。そのことから、定

数の４２０人分を増額補正するものでございます。 

 続きまして、真ん中よりも少し下です。日高東部

健康福祉センターの管理費６８６万３，０００円の

減額についてでございます。このうちのまず燃料費

の６１９万２，０００円の減額でございますけれど

も、この燃料費につきましては、センターの温泉プ

ールの灯油代で使用してるものでございまして、平

成２９年度までは灯油の発注は市が行って、かかっ

た経費については、指定管理者から市のほうに納付

をしてもらっておりましたが、３０年度からは指定

管理者が直接灯油を発注、購入することになったた

め、この６１９万２，０００円減額補正をするもの

でございます。続きまして、その下の設計監理の投

資委託料６７万１，０００円の減額についてでござ

います。これについては、空調設備の改良工事に係

ります設計委託業務の入札残による減額補正でご

ざいます。その他のものにつきましては、決算見込

みによります減額補正でございますので、説明のほ

うは省略させていただきます。 

 続きまして、歳入のほうご説明いたします。１３

４ページをごらんください。真ん中の枠の上から３

つ目、生活困窮者自立相談支援事業等負担金２１８

万２，０００円の増額分について説明をさせていた

だきます。こちらの負担金の算定項目の一つであり

ます、住宅確保給付金事業における給付件数が、２

９年度増加をしていたということで、この増加によ

りまして、本負担金の補助基準額が１，４５０万円

から１，７４０万円にアップしたため、その差額の

４分の３、補助率に当たりますけども、４分の３の

負担金について増額計上するものでございます。 

 続きまして、１４８ページをごらんください。雑

入の部になります。雑入で、上から５行目ぐらいで

す。光熱水費等使用者負担金、日高東部健康福祉セ

ンター６１９万２，０００円の減額でございます。

これは、先ほど歳出で説明をさせていただきました

燃料費の部分の指定管理者側から納入していただ

く負担金を減額するものでございます。その他の収

入につきましては、歳出見込みに伴い減額補正する

ものでございますので、説明のほうは省略をさせて

いただきます。 

 説明は以上でございます。 

○分科会長（竹中  理） どうぞ。 
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○高年介護課参事（武田 満之） 高年介護課におき

ましては、工事等が終了したもの、また支払い額が

確定したもの、また事業が終了したことによります

減額補正のほうをしております。主なものについて

説明をさせていただきます。 

 まず歳出からです。１７０ページをごらんくださ

い。下から１４行目あたりの説明欄です。但東健康

増進センター管理費ですけれども、屋内運動場の水

銀灯の照明１６基をＬＥＤに更新しております。そ

れに伴います設計委託料ですとか、修繕工事が完了

したために支払い額が確定したため、３１万円を減

額するものでございます。 

 １７２ページの中ほどをごらんください。老人ク

ラブ活動事業費から、一番ページの下の老人保護措

置費まで、事業費につきましては申請件数の減少と

か、あと実績の見込み等により、それぞれの事業費

で減額補正をさせていただいております。 

 １７４ページをごらんください。一番上の説明欄

の部分です。長寿園管理費ですけれども、今年度は

玄関前のスロープの段差解消、あと側溝の交換等、

補修工事と、あと空調設備のほうの改修のほうが完

了しまして、工事費等が確定したことによります減

額をしております。２９２万７，０００円のほうの

減額をさせていただいております。その下です。民

間老人福祉施設の助成事業費ですけれども、当初予

算で計上しておりました社会福祉法人によります

特別養護老人ホームの多床室プライバシー保護改

修事業に対する補助ですけれども、工事中に対する

利用者の対応とか、あと居室面積の確保、また移動

動線の問題などから、検討事項が多く、調整の時間

も必要なことから、事業者のほうから、事業の延長

いいますか、延ばしていただきたいというような要

望もありまして、今年度は全額を減額させていただ

いて、改めて３１年度の事業実施をし直すというよ

うなことで、こちらのほう全額落とさせていただい

ております。また、定期巡回、随時対応型訪問介護、

看護開設準備事業につきましては、平成３０年９月

に開設されたラウンドケアことぶきのほうの職員

研修等の準備の経費が確定したために１５０万８，

０００円のほう、減額をさせていただいております。 

 次に、歳入のほうです。１３８ページをごらんく

ださい。上から９行目あたりです。老人クラブの活

動補助金から、７行下の定期巡回・随時対応サービ

ス事業者参入促進事業費補助まで、県補助金を実績

見込みや交付決定によりまして、減額をさせていた

だいております。 

 それと、１５０ページをごらんください。社会福

祉施設整備事業債、７行目ぐらいです。４０万円で

す。こちらのほうにつきまして、歳出で説明しまし

た但東の健康増進センターの照明器具の取りかえ

工事に係るもので、確定しましたことから４０万円

のほうを減額するものでございます。 

 それに関連しまして、地方債の補正なんですけれ

ども、１２０ページをごらんください。変更に係る

表の中ほどをごらんください。社会福祉施設整備事

業費ということで、但東健康増進センターのものの

地方債を４９０万円から４５０万円ということで

変更させていただいております。以上です。 

○分科会長（竹中  理） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） それでは、１７０ペ

ージをごらんください。１７０ページ、１枠目の下

から３行目あたりです。国民健康保険事業特別会計

の繰出金、この分を減額いたしております。これは、

先ほどの国保事業特会の決算見込みにより、一般会

計の繰出金を減額するものです。 

 次に、１７４ページをお願いします。大きな枠の

２枠目の最初の枠の一番下になります。養育支援訪

問事業費のうち、健康増進課のほうの分で３９１万

円減額いたします。これも決算見込みによる減額で

ございます。 

 次に、１７８ページをお願いします。大きな２枠

目の最初の枠の一番下のほうですね、総合健康ゾー

ン健康増進施設管理費から、ずっと下の母子保健事

業費まで、全ての事業について決算見込みにより減

額をしています。そこの真ん中あたりに健康診査事

業費がありまして、２，２０４万８，０００円減額

しています。予算で想定していた人数よりも少なく

なったために、すこやか市民健診等の健診業務の委
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託料、この分を減額いたしております。そこから２

つ目の事業費、母子保健事業費も１，５９３万１，

０００円減額をしています。これは、産後ケア、産

前・産後サポーター派遣事業の対象者、これも想定

よりちょっと少なかったということ、それから妊婦

健診の件数が減ったこと、それから特定不妊治療、

これの助成額が減少したことにより減額となって

います。 

 次に、１８０ページをお願いします。大きな１枠

目の最初の枠、歩いて暮らすまちづくり推進事業費

から診療所事業特別会計繰出金まで、全ての事業に

ついて決算見込みにより減額をしています。２つ目

の事業費の予防接種事業費なんですが、１，３０８

万５，０００円減額しています。これは４種混合、

それから小児細菌性髄膜炎、Ｂ型肝炎等の接種件数

が想定よりも少なかったため、ワクチン代、それか

ら委託料について減額としています。そこから、２

つ下の事業、公立豊岡病院組合負担金６４６万円減

額しています。これは、ドクターカーの運営経費の

確定による減額となっています。そこから、２つ下

の事業、診療所管理費５３８万円減額しています。

これは、合橋診療所と但東歯科診療所の医療用備品

の入札減によるものです。そこから、１つ下の事業、

診療所事業特別会計繰出金は９０７万７，０００円

減額、これは、診療所事業の決算見込みにより、一

般会計からの繰出金を減額するものでございます。

歳出は以上です。 

 続きまして、歳入、１３６ページをお願いします。

上から３枠目、がん検診推進事業費補助金、妊娠・

出産包括支援事業費補助金は、実績に基づいて国費

の減額になってます。 

 次に、１３８ページをお願いします。上から５枠

目です。健康増進事業費補助金ですが、健診事業の

事業見込みによって、県補助金を減額するものでご

ざいます。 

 次に、１４８ページをお願いします。上から８行

目、総合健康ゾーン健康増進施設の光熱水費ですが、

電力会社の変更等に伴いまして、電気料金等が減少

したことなどによって、決算見込みにより運営会社

からの負担金が減ったものでございます。そこから、

１９行下の補助金・交付金のところですが、兵庫県

後期高齢者医療広域連合補助金は、事業見込みによ

り補助金を増額するものです。 

 次に、１５０ページをお願いします。上から３枠

目、保健施設整備事業債ですが、但東歯科診療所と

合橋診療所の備品整備の確定に伴う減額でござい

ます。 

 最後に、１２０ページをお願いします。地方債補

正の変更の枠の分で、上から９行目、保健施設整備

事業費ですが、先ほどの説明と同じように、合橋と

但東の分の額の確定によって、限度額を補正するも

のでございます。 

 健康増進課は以上です。 

○分科会長（竹中  理） どうぞ。 

○ハートリーフ戦略室長（久保川伸幸） １５６ペー

ジをお願いします。１５６ページ、２つ目の枠の真

ん中あたりですけども、結婚・子育て推進事業費と

いうことで、１１０万９，０００円の減額をいたし

ております。報償金は決算見込みにより、整備工事

費につきましては、事業費の確定に伴い減額をする

ものです。以上です。 

○分科会長（竹中  理） 次に、各振興局、あれば。 

 ないですか。大丈夫ですか。 

 それでは、続いて教育委員会、お願いします。 

 どうぞ。 

○教育総務課長（正木 一郎） まず歳出から説明い

たします。１５４ページお開きください。一番下の

基金管理費のうち、下から４行目、奨学基金積立金、

これにつきましては、奨学基金に対しまして、寄附

をいただきましたので、相当分を積み立てるもので

す。 

 次に、２０６ページをお願いいたします。上段の

３行目、小学校の施設管理費の中の業務委託料、こ

のうちの鑑定評価業務、それから、その５行下の土

地購入費につきましては、中竹野小学校の借地分の

土地取得に関するものです。昨日、３１年当初予算

で説明いたしましたとおり、土地の取得が来年度に

なる見通しであることから、今年度の予算を減額す
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るものです。その他の歳出につきましては、全て事

業の精算などによる減額となっております。 

 次に、歳入です。１３５、１３６ページをごらん

ください。上段、５目めの教育費国庫補助金、この

うち小・中学校、幼稚園費の補助金の中に、ブロッ

ク塀・冷房設備対応臨時特例交付金がございます。

交付金の総額に変更はございませんが、箇所ごとの

実施見込み額にあわせまして配分を修正いたしま

したので、それぞれの費目の増減を行っているとこ

ろです。 

 次に、１４２ページをお願いいたします。下の段

の２つ目、奨学基金寄附金は、歳出の基金管理費で

説明いたしましたとおり、奨学基金に対しまして寄

附をいただいたものでございます。 

 次に、１５０ページをお願いいたします。１５０

ページから次のページにかけまして、公立小・中学

校、幼稚園の整備事業費、この中で、危険ブロック

塀などの対策のうち、市単独で実施いたします小学

校１校に、新たに緊急防災減災事業債を充てるとと

もに、特例交付金、こちらの補助裏に充てる補正予

算債の箇所ごとの調整を行いまして、それぞれ増額

するものとなっております。その他の歳入は全て収

入の見通しによる精算減額となっております。 

 次に、繰越明許費補正です。１１７、１１８ペー

ジをお願いいたします。１１８ページのほう、追加

といたしまして、１行目に歴史博物館管理費で５０

３万３，０００円を繰り越そうとするものでござい

ます。現在リニューアル工事を行っておりますが、

設計に想定以上の期間を要したことから、年度内の

完成が困難となってしまったものでございます。な

お、４月２６日にリニューアルオープンを予定して

おります、ふるさと豊岡の宝物を楽しみながら学べ

る、わかりやすい、親しみやすい展示をコンセプト

に改修をしております。オープンいたしましたら、

皆様もぜひ足をお運びいただきますようにお願い

申し上げます。繰越明許費の変更といたしまして、

小学校の施設管理費を６，３３４万５，０００円増

額し、７，７３４万６，０００円とするものです。

内容といたしましては、危険ブロック塀対策工事費

を７００万円追加いたしまして、２，１００万１，

０００円とするとともに、用地測量費２，５３４万

５，０００円、用地購入費３，１００万円となって

おります。なお、用地関係につきましては、現時点

でいずれも継続交渉中となっておるところでござ

います。 

 次に、債務負担行為補正です。１１９ページをお

開きください。変更の４つ目と５つ目、小・中学校

の個別施設計画の策定業務です。いずれも入札の実

施により、来年度予定額に対しまして、限度額に残

額が出ましたので減額するものでございます。 

 最後に、地方債補正です。１２１ページをお願い

いたします。中ほどから、公立小学校整備事業費と、

その下、公立中学校整備事業費、公立幼稚園整備事

業費、いずれも歳入歳出と同様に増減をするもので

ございます。 

 教育総務課は以上です。 

○分科会長（竹中  理） どうぞ。 

○こども教育課長（飯塚 智士） まず歳出について

説明をさせていただきます。１６４ページをごらん

ください。１枠目４行目、コミュニケーション教育

推進事業費４５万７，０００円の減のほか、こども

教育課関係分につきましては、全て不用額の精査に

よる減額となっております。 

 続きまして、歳入について説明をさせていただき

ます。１３６ページをごらんください。６枠目、小

学校費補助金のうち、特別支援教育就学児童奨励費

補助金４４万５，０００円の減となっておりますが、

このほか、こども教育課の関係分につきましては、

執行見込みに伴う減額となっております。 

 最後に、地方債補正について説明をします。１２

１ページをごらんください。中ほどより下になりま

すが、スクールバス整備事業費です。これは、城崎

小・中学校のスクールバスが老朽化したため、更新

したスクールバスの購入金額が確定したために７

０万の減額補正をしております。以上です。 

○分科会長（竹中  理） どうぞ。 

○こども育成課長（宮本ゆかり） それでは、１７４

ページをお開きください。１７４ページ、一番下の
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枠にあります、児童保育運営事業費、こちらのほう

は私立保育所等への施設型給付費について予算化

をさせていただいてる事業費になりますが、施設型

給付費の単価が国のほうで改正になったことによ

りまして、一部増額しております。それから園児数、

それから加算実績の見込みにより、各施設への施設

型給付費を増額、減額させていただいてるものです。 

 続きまして、１７６ページをごらんください。一

番上の私立保育園等振興事業費です。こちらの補助

金の一番下の多子世帯保育料軽減事業費、こちらに

つきましては兵庫保育料軽減事業費の制度改正に

伴う増額をさせていただきます。軽減額の月単価が

１，０００円増額されたことによるものでございま

す。 

 続きまして、２０４ページをごらんください。２

０４ページの真ん中から下の枠、認定こども園運営

事業費、こちらのほうの補助金の一番下にあります

保育教諭確保のための資格・免許取得支援事業費、

この２９万１，０００円につきましては、兵庫県が

実施する保育教諭確保のための資格・免許取得支援

事業実施要綱に基づきまして、公立園の職員に対し、

資格・免許取得、それから免許の更新に係る経費を

対象経費の２分の１以内、また１０万円を限度とし

て補助するものとなっております。こちらのほう、

私立園につきましては、各園から直接県へ補助申請

を行われておりますので、こちらについては公立園

の職員だけを対象としたものとしております。 

 続きまして、２０８ページをごらんください。２

０８ページ、下の枠になりますけれども、幼稚園運

営事業費の負担金、管外幼稚園の入園委託費につき

ましては、管外の幼稚園に入園する園児の委託負担

金の増額として４５万円上げさせていただいてお

ります。そのほか、こども育成課に係る歳出の経費

につきましては、決算見込み額による減額とさせて

いただいております。 

 続きまして、歳入に移ります。１３０ページをご

らんください。分担金及び負担金、中段の枠になり

ますけれども、児童福祉費負担金の中の特定教育・

保育施設利用者負担金につきましては、保育料につ

いて予算化してるものですけれども、実績見込みに

基づくそれぞれ増減額の補正をさせていただいて

いるところです。 

 続きまして、１３２ページをごらんください。中

段よりやや下、幼稚園の使用料につきましても、実

績に基づく減額をさせていただいております。 

 それから１３４ページをごらんください。一番下

の枠になります児童福祉費の国庫分の補助金につ

きましては、説明欄、児童虐待防止対策支援事業費

補助金から、次のページの保育所等事故防止推進事

業費の補助金までが、こども育成課の担当の補助金

になりますけれども、最終の国への交付申請額と予

算との差額について補正をさせていただいており

ます。それから同じページの真ん中下あたりの地方

創生推進交付金につきましては、このうち英語遊び

保育の授業の減額に伴いまして１８５万２，０００

円を減額させていただいております。 

 続きまして、１３８ページをごらんください。上

から３枠目にあります、県の児童福祉費の補助金、

この８つの事業費の補助金につきましても、実績見

込みと予算額の差額の補正をさせていただいてい

るところでございます。 

 続きまして、１４６ページをごらんください。１

４６ページ、雑入の一番上の実費弁償金、一番上の

保育所弁償金、それから一番下の幼稚園の弁償金に

つきましては、他市からのそれぞれの園児の受け入

れに伴う弁償金としておりまして、それぞれ実績に

伴って増額をさせていただいているところです。そ

のほか、雑入につきまして、こども育成課関係につ

きましては、実績に基づく減額をさせていただいて

いるところです。以上でございます。 

○分科会長（竹中  理） これで以上全てですね。 

 説明は終わりました。 

 質疑に入りたいと思います。質疑はありませんか。

（発言する者あり）じゃあちょっとどのように。 

○委員（木谷 敏勝） もう質疑は昼からにして、陳

情を先にして。もうこれで休憩で昼から来てもらっ

て、陳情の審査を先にされたほうがええん違う。 

○分科会長（竹中  理） 暫時休憩します。 
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午前１１時２６分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１１時２６分 分科会再開  

○分科会長（竹中  理） それでは分科会を再開い

たします。 

 それでは暫時休憩をして、質問等は午後より行い

たいと思います。当局職員の皆さんは、時間は午後

１時で、よろしくお願いします。 

   午前１１時２６分 分科会休憩 

──────────────────── 

   午前１１時２９分 委員会再開 

○委員長（竹中  理） それでは委員会を再開をい

たします。 

 それでは、まず請願・陳情の審査に入ります。 

 お手元に請願・陳情文書表がありますので、ごら

んください。 

 まず、陳情第１号、災害時要援護者登録に関する

陳情書を議題といたします。 

 事務局より、請願・陳情文書表の朗読をお願いを

いたします。 

○事務局調査係長（木山 敦子） 請願・陳情文書表。

受理番号、陳情第１号。件名、災害時要援護者登録

に関する陳情書。受理年月日、平成３０年１２月１

７日。 

 要旨。豊岡市災害時要援護者登録名簿に関する条

例の中で、情報伝達等要援護者の範囲を第４条で定

めているが、各号のいずれかに該当する者となって

いる。しかし、実運用では、同居する家族（健常者）

がいる方は対象とならないと定義し運用している。

実災害を考えると、同居する家族（健常者）が在宅

しているとは限らない。また、１人で複数の援護者

がいれば、家族のみで対応できない場合も十分考え

られる。名簿に記入されていないと、地域の協力も

得られにくくなり、本条例の趣旨に反することとな

る。何より条例で該当する者を運用名で該当させな

いのは大きな問題である。よって、情報伝達等要援

護者の範囲は、条例文どおりとしてほしい。 

 提出者、豊岡市日高町夏栗２２６、前野辰也。付

託委員会、文教民生委員会。以上です。 

○委員長（竹中  理） ありがとうございます。 

 それでは、この件につきまして、当局から意見、

説明等はありませんか。 

 どうぞ。 

○社会福祉課長（原田 政彦） それでは、この陳情

に対します対応についてご説明をさせていただき

ます。 

 災害時要援護者運用方針の中で、情報伝達等要援

護者の登録要件としまして、同居家族（健常者）が

いる場合は対象外としておりましたけれども、これ

ら条例で規定されてない事項を運用方針のほうで

制限するというような不適切な運用を行っており

ました。そこで、陳情にありますように、情報伝達

等要援護者の条例の規定どおり、登録要件に該当し

ていれば登録できることといたしました。今回の件

でご迷惑をかけましたこと深くおわび申し上げま

す。申しわけございませんでした。 

 なお、同居家族がいるため、登録を断念されたケ

ースも考えられますことから、市民の皆様への広報

としまして、３月２５日発行の４月号の市広報紙に

災害時要援護者登録にかかる情報提供とあわせま

して、今回の取り扱いの変更についても明記し、周

知を図ってまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 また、災害時要援護者名簿の提供先であります区

長、それから民生委員に対しましては、区長協議会、

また民生委員協議会の場におきまして、制度の説明

とあわせて、今回の取り扱いの変更について順次説

明をしてまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。 

○委員長（竹中  理） ないでしょうか。ほかによ

ろしいですか。 

 久保川部長。 

○健康福祉部長（久保川伸幸） 今、課長が申し上げ

ましたように、この運用については条例に反する運

用ということになっておりました。本当に申しわけ

なく思っております。この状況を確認をさせていた

だきまして、直ちに今説明をしましたような対応に

していくということで、改めさせていただきました。 
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 今回こういった事案で、私どもが十分にチェック

できずに、こういった運用になっていたということ

で大変申しわけなく思っております。申し出の趣旨

がそのとおりであろうというふうに理解をいたし

ておりますので、今後そういったことがないように、

しっかりと対応していきたいと思います。 

○委員長（竹中  理） どうぞ。 

○社会福祉課長（原田 政彦） 陳情されました本人

のほうにつきましては、条文どおりの扱いとする旨

を１月の下旬に連絡をさせていただいております

のを申し添えておきます。以上です。 

○委員長（竹中  理） ありがとうございます。 

 それでは質疑を受けたいと思いますが、質疑はあ

りませんか。 

 松井委員。 

○委員（松井 正志） 経過も、それから市の対応も

わかりましたけども、ちょっとその前提として何点

か確認をさせていただきたいと思います。 

 まず、条例上の規定と運用で、それを制限する扱

いがしてたということなんですけども、そもそも条

例外の適用を、要綱なのか、指針なのかな、それで

決めてといった理由がそもそも何だったというこ

とを、まずご説明いただきたいと思います。なぜか

ということを。 

 それから、介助することに伴う影響というんか、

どの程度の人数というんか、そのぐらい影響が、こ

れの介助によって影響するということがあるのか

どうか、といいますのは、それに伴って、いわゆる

受け皿のほう、地域であるとか、消防団員であると

か、福祉関係者であるとか、いろんな方がまた想定

されると思います。そのあたりの影響についてもわ

かっておればお伺いしたいと思います。 

○社会福祉課長（原田 政彦） まず１点目の、なぜ

そのような取り扱いにしたかという理由でござい

ます。これにつきましては、実は条例を改正する前

は要綱で持っておりましたけれども、その要綱の中

での情報伝達の援護者につきまして、人数は４，０

００人近くいらっしゃいました。この条例をつくっ

てから、健常者等、家族がいる場合については対象

外というふうな運用をして、それで結果として情報

伝達の要援護者につきましては１，５００人ぐらい

に絞られてきたということでございます。先ほど言

いました条例制定前は４，０００人近くの情報伝達

の要援護者がいたわけですけども、実は区長さんの

ほうから、一部の区長さんですけれども、情報伝達

要援護者の人数が非常に多過ぎて、なかなか支援に

回る人数の確保ができないというような、そういう

一部ご指摘なんかもいただいておりまして、それが

すごく頭の中に残っていたということがあったも

のですので、条例のことを十分吟味せずに、その方

針の中で縛りを設けてしまったということでござ

います。これについては、実は防災課とも協議をし

ながら、こういった方針をつくってきたわけですけ

れども、条例に反した縛りを設けたいうところ、ち

ょっと気づかなかったという点がございましたの

で、その点は非常に多大なご迷惑をかけたのという

ふうに思っているところでございます。 

 もう１点でございます。影響について人数はとい

うところでございますけども、先ほど言いましたよ

うに、条例制定前が４，０００人ぐらい、それから

制定後が１，５００人というところで、２，５００

人近くの方が要綱から条例に移行して登録がされ

ていないということでございます。ですので、単純

に考えると２，５００人の方に影響があるのかなと

いうふうに思っておるんですけれども、実は区長さ

んからも指摘があったのは、中には情報伝達の要援

護者として登録をしているんだけれども、実際問題

家に行くと、ご家族の方がいらっしゃるというよう

なこともありましたので、全部が全部この２，５０

０人の方に影響があるとは思っておりませんけれ

ども、そうはいいながらかなり大きなオーダーだな

というふうには感じているところでございます。 

 そんな中で、こういった不利益をこうむっていら

っしゃる方がいらっしゃるわけですので、市広報で

十分周知をしていきたいというふうに思っており

ますけれども、何せ１回、現在は３月下旬での市広

報ですので、それを見られなかった方については、

当然こういった変更があったことをご存じではあ
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りませんので、３月の下旬に広報をした結果、どれ

ぐらいの申し込みがあったかによって、今後またど

ういう周知をするかというのは考えていきたいな

というふうに思っております。以上です。 

○委員長（竹中  理） 松井委員。 

○委員（松井 正志） 地域によって、具体的には、

私が住んでる地区などでは、条例上の要援護者でな

くても、要するに家族から申し出があれば、地域で

は面倒を見る、そういう同じような扱いをするとい

うふうな取り組みをしております。したがって、ほ

かの区でも恐らくそういうような扱いをされてる

と思いますんで、陳情者の方の趣旨と同じようなこ

とは地域でやってるとこもあるんじゃないかと思

います。だけど、それをそのようなことを取り扱い

されるということは方針は結構だと思いますんで、

ただ、これによって受け手のほうが大変大きな体制

をとってこないと、ある程度準備をしないと難しい

のではないかと思うんですけども、市のほうの方針

変更はいつ時点でされたということになるのか、そ

の日付についてちょっとご説明いただけますか。と

いいますのは、後でまた議論しなければならんです

けども、陳情者の趣旨はいつ時点で成就されてるこ

とによって、陳情を採択するかどうかという判断を

していかなきゃならないと思いますんで、いつの時

点になるのか、それについてもご説明いただきたい

と思います。 

○委員長（竹中  理） 答弁願います。 

 どうぞ。 

○社会福祉課長（原田 政彦） 済みません。運用方

針の方向転換でございますけども、修正したのが３

１年の１月の２４日でございます。ですので、この

陳情書をいただきましたのが、昨年の１２月の１７

日ということで、すぐに協議に入りまして、１月の

２４日に変更をさせていただいたということでご

ざいます。以上です。 

○委員長（竹中  理） よろしいですか。 

 ほかに何かございませんか。 

○委員（青山 憲司） よろしいですか。 

○委員長（竹中  理） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） 今の方針変更によって、今後

要援護者の情報提供ですか、これは今の希望があれ

ば全て対象になるということで、考え方でよろしい

のか。またそれに伴って、さっきちょっとありまし

たけれども、援護する側の体制ですね、区長さんを

初め、民生委員さん、そうしたところの支援という

のは、地域、あるいは場所によって、ちょっと偏り

が出てくるような気がするんですが、そういったこ

とへの対応について、今お考えがあればお聞かせを

いただきたいと思います。 

○委員長（竹中  理） お願いします。 

○社会福祉課長（原田 政彦） まず希望する方、全

員かどうかという質問でございます。条例の第４条

の中で、情報伝達と要援護者の範囲を決めておりま

す。その中では、災害時等における情報伝達等の支

援を希望する者であって、次の各号のいずれかに該

当する、各号といいますのが、要介護３から５の方、

それから身障の手帳１級または２級をお持ちの方、

それから療育手帳のＡ判定の方、精神保健手帳の１

級をお持ちの方、６５歳以上の者のみから成る世帯

の方、市長が特に必要と認める者、こういった場合

には対象になります。 

 それからもう一つですけれども、場所によっては

偏りが出てくるというご質問でございます。当然そ

うだと思います。場所によっては、この情報伝達要

援護者の人数がふえてきて、それらの方の支援に回

る場合に、やっぱり人手不足になるというようなと

ころは出てくるかもわかりませんけれども、それの

対応としましては、先ほど申し上げましたように、

この３月から４月にかけまして、区長さんと民生委

員、それぞれ区長協議会、民生委員協議会の中でし

っかりと説明をして協力を求めていきたいという

ふうに考えているとこでございます。以上です。 

○委員長（竹中  理） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） 今の条例の第４条を見るんで

すけども、そういった方の申し出があればというこ

となんですけど、（６）で、市長が特に必要と認め

るという項目があるんで、これは具体的にはどうい

ったことがこれに入るのか、ちょっと事例があれば
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教えてください。 

○委員長（竹中  理） どうぞ。 

○社会福祉課長（原田 政彦） こちらの６号につき

ましては、特段詳細には取り決めをしておりません

ので、ケース・バイ・ケースでの判断になろうかな

というふうに思っているところでございます。以上

です。 

○委員長（竹中  理） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） これ必要とされる方は、各地

域でわかると思いますし、そういう申し出があれば、

その方はもちろん優先的にそういった情報なり、避

難行動の支援をしていくっていうことは、地域の方

と十分連携をとってやる必要があると思います。ま

ず、民生委員さんや区長さん、そのあたりの体制も

含めて、これも日々状況変わりますので、そのあた

りを市のほうの情報連携も含めてしっかりやって

いただきたいなというふうに思います。これは意見

として申し上げておきます。 

○委員長（竹中  理） ほかに何か。 

 上田伴子委員。 

○委員（上田 伴子） 今ちょっとお聞きしてました

ら、そういうふうに家族がいても援護を頼みたいと

いう方は多々いらっしゃると思います。でもなかな

か地域によって、確かに町中っていいますか、私が

聞いた民生委員さんの話では、隣に住んでる方がい

つ入院して、いつ退院されたかも知らせてもらえな

い、何か個人情報っていうんですか、そういう関係

で知らせられないっていうような方もあったりし

て、なかなか私たちのような田舎、私は田舎に住ん

でるんですけども、田舎とそういうところとは事情

が違うんかなと思います。また、私の住んでいる田

舎でも、障害はお持ちだけども申請をしてらっしゃ

らない方もあったりして、障害をお持ちの方とか高

齢の方とかで、住んでらっしゃるけれども、あんま

り近所とのかかわりを持ちたくないような方もい

らっしゃったりして、なかなか民生委員さんもそこ

に入っていけないような方もあったりして、本当に

難しい案件もあると思うので、そこら辺の拾い出し

もきっちりと区長さんなり、民生委員さんなりに話

ししてもらって、また地域の協力も得ながらしてい

かなあかん案件かなと思います。よろしくお願いし

ます。 

○委員長（竹中  理） 今のはご意見ということで。 

○委員（上田 伴子） はい。 

○委員長（竹中  理） ほかに質問、ご意見等あり

ますでしょうか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） このことにつきましては、今、

世界でも日本でも災害というのはいつ、大きな災害

が起こって、どのような災害がいつ起きてもおかし

くないという状況の中、そして国全体でも、やはり

避難のあり方というのが一番課題になってるんで

すね。だから、そこにどうするかということを根本

的に、やっぱり常に認識を持って物事に当たるとい

うことを私は大事かと思います。そういうことがこ

のような形になってきてはいけないということに、

まずつながってくるというふうに思います。その中

で、これは今後の課題としてやっぱり、市全体とし

てもう一度しっかりと本当に検証する必要がある

のではないかなと私は思っております。 

 それと同時に、この陳情を出された方に対しての

窓口の対応というのは非常に、私は不適切だったの

かなというふうな思いをいたしております。やはり

問題意識を持っておられる市民の方については、や

はりそれ相応の覚悟を持って言葉にあらわされる

わけですから、やはりこういう部分についても、一

度会に持ち帰ってしっかりと対応していただくと

いうことが、いい市政につながってくるというふう

に思いますので、このことについては、二度とこの

ようなことが起こらないような対応というのは、今

後望まれると思いますので、しっかりと対応してい

ただきたいということを申し上げたいと思います。

何かございましたら。 

○委員長（竹中  理） どうぞ。 

○健康福祉部長（久保川伸幸） 今、委員のほうから

ご指摘をいただいたとおりであろうというふうに

思います。まず、その条例が議会の議決も得ながら

決めてきた内容でありまして、それと違う運用をし
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ているということ、そのものが課題だと、問題だと

いうふうに認識をします。改めてここは健康福祉部、

また市全体の中で意識をしっかりと持って対応し

ていきたいと思いますし、市民の皆さんへの対応に

つきましても、既に職員には指導いたしましたけれ

ども、しっかりと話を聞かせていただいて、適切な

対応を今後はしていくように指導しているところ

です。改めておわびを申し上げながら、今後の対応

についてはしっかりとしてまいりたいというふう

に思います。 

○委員長（竹中  理） ほかにないですか。大丈夫

ですか。 

 それでは意見も煮詰まったようですので、この後、

討論に入りたいと思います。 

 その前に当局の皆様には説明等いただきありが

とうございました。 

 討論に入ります前に、ここで退席をしていただい

て結構ですので、よろしくお願いします。お疲れさ

までした。 

〔当局退席〕 

○委員長（竹中  理） それでは、討論におきまし

て、各委員が発言された内容は、後ほど議報や委員

長報告を作成する際に引用とすることになります

ので、よろしくお願いいたします。 

 それでは討論をしたいと思います。討論はありま

せんか。 

○委員（木谷 敏勝） 採択しかない。 

○委員長（竹中  理） よろしいですかね。（「賛

成討論」と呼ぶ者あり） 

 松井委員。 

○委員（松井 正志） 討論の前に、陳情の採択の手

順の中で、既に陳情の趣旨が満たされてる場合の陳

情の採択のあり方について、ちょっとご説明いただ

ければと思います。 

○委員長（竹中  理） 事務局、何か。 

 一旦、休憩をいたします。 

午前１１時５５分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後 ０時０６分 委員会再開 

○委員長（竹中  理） それでは委員会を再開いた

します。 

 討論をしますけども、いかがでしょうか。 

 青山委員。 

○委員（青山 憲司） 先ほど当局からは、その説明

を、てんまつも聞きましたが、条例どおりにすると

いう陳情の趣旨として採択すべきというふうに討

論いたします。 

○委員長（竹中  理） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（竹中  理） では、討論を打ち切ります。 

 ただいま賛成の意見がありました。反対の意見は

ないようですけれども、お諮りをしたいと思います。

本件は採択すべきことに決定してご異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（竹中  理） ご異議なしと認めます。よ

って、陳情第１号は採択すべきことに決定をいたし

ました。 

 それでは、委員会を暫時休憩をいたします。 

午後０時０７分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後１時００分 分科会開会 

○分科会長（竹中  理） 定刻より早いですけど再

開したいと思います。 

 午前中におきましては、予定を変更しまして、陳

情者が来られてましたので、請願・陳情のほうを先

にやらせていただきました。ご協力ありがとうござ

いました。 

 それでは、ただいまより分科会を再開いたします。 

 午前中は、第２２号議案の説明までしていただき

ました。これより全体の質疑に移りたいと思います。 

 それでは質疑はありませんか。（発言する者あ

り） 

○委員（青山 憲司） 済みません、１点だけ。 

○分科会長（竹中  理） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） １点だけ、ちょっとお尋ねし

ます。２００ページの災害対策事業費の生活環境課

の分なんですが、業務委託料で海岸漂着物処分業務
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があるんですけども、最近といいますか、竹野のほ

う走ってましたら、やっぱり海岸に相当な漂着ごみ

がありまして、これどうするかな思って見てたら、

しばらくして何かきれいに回収されてる状況見ま

した。えらい行き届いた対応していただいてるなと

いうふうに思ったんですが、海外漂着ごみの処分に

ついて、その経過といいますか、区長さんからの多

分申し出があって対応されてると思うんですけど

も、漂着ごみの処分に至る一連の経過ですね、ちょ

っとお話しいただきたいのと、ほかの小さい港です

ね、浜須井から竹野浜、港に至る海岸線のごみの処

分についての考え方をちょっとお聞かせいただき

たいと思うんですけども。 

○分科会長（竹中  理） どうぞ。 

○生活環境課長（今井 謙二） 海岸に漂着している

ごみにつきましては、それぞれ海岸の管理者が管理

しておりますので、私どもの管理ではないんですけ

ども、陸上から処分、回収できないところのごみに

つきましては、県から委託を受けまして船で回収す

るということを、生活環境課のほうで受けて実施を

しております。 

 この２００ページの分につきましては、県からの

委託の分について処理できない、災害によりまして

漂着ごみがふえましたので、その分追加して、市で

実施するということで追加した分でありまして、こ

れは田結の周辺について漂着ごみが多かったので、

そちらのほうの処分のほうの実施しております。管

理につきましては、それぞれの管理者でしておりま

すので、十分把握はしておりません。 

○分科会長（竹中  理） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） ちなみに、浜須井とか、切浜

は県になるんかな。宇日、田久日の市の管理してる

漁港の漂着ごみというのはどういうふうに処分さ

れてるんですか。 

○分科会長（竹中  理） どうぞ。 

○生活環境課長（今井 謙二） 市の管理している部

分につきましても、農林水産課での管理の部分とか

があるかと思いますので、そちらのほうでの管理と

いうことになりますので、私のほうでは把握はして

おりません。以上です。 

○委員（青山 憲司） わかりました。済みません。 

○分科会長（竹中  理） ほかにございませんか。 

 上田伴子委員。 

○委員（上田 伴子） ２０４ページなんですけれど

も、保育教諭確保のための資格・免許取得支援事業

費なんですけども、先ほどの説明の中で、公立園の

み支援をしてるということでありましたが、これは

何人、毎年受ける方が違うんだと思うんですけども、

ちょっと詳しくわからないもんですから、何年した

らその免許を取得、何人ぐらいが対象で、これは次

の園ですかね、そういう公立園の既に取ってる、ど

ちらかの免許を取ってる方のための片方の免許を

取るための支援なんでしょうか。 

○分科会長（竹中  理） どうぞ。 

○こども育成課長（宮本ゆかり） まず、この保育教

諭確保ということは、認定こども園が保育士、それ

から幼稚園教諭両方の資格をお持ちの方について、

保育教諭として従事できるということで、３２年度

からきっちりとそのように両方の資格を持った方

ということになっております。今現在はどちらかの

免許をお持ちの方について、経過措置期間というこ

とで、どちらかの免許をお持ちの方が保育教諭とし

てお仕事についていただけるということになって

おります。こういった方につきまして、どちらか一

方しか免許をお持ちでない方について、もう一方の

免許を取得される場合の受講料であるとか、そうい

った経費を補助することが一つと。 

 もう一つは、保育士資格は一度県のほうに登録を

されると、ずっと有効なんですけれども、幼稚園の

免許につきましては１０年に１回更新することに

なっておりまして、その更新の経費についてもこの

補助の対象となるということになっております。今

年度この予算化をさせていただいた人数といたし

ましては、今年度中に１６人がほぼほぼ免許更新に

挑まれましたので、その分を予算化させていただい

ております。１６人のうちお一人が保育士免許を取

得されるということで、合計で１６名分を予算化さ

せていただいております。 
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 なお、先ほども申し上げましたとおり、私立園に

つきましては、これは各園で県のほうに直接申請を

されるということで、直接補助を受けられるという

ようなことになっております。以上です。 

○分科会長（竹中  理） 上田伴子委員。 

○委員（上田 伴子） この免許を３２年度からは全

員が持つようにと言われましたけれども、以前お聞

きしてましたのは、採用については、今、保育士、

幼稚園教諭ともに両方の資格を持った方を採用し

ているというふうにお聞きしてたんですけども、そ

れで間違いないですか。 

○分科会長（竹中  理） どうぞ。 

○こども育成課長（宮本ゆかり） 合併以降後の採用

につきましては、どちらの免許もお持ちの方を採用

させていただいております。合併以前につきまして

は、それぞれの市町のほうで、幼稚園教諭、それか

ら保育士、それぞれで募集をかけておられたところ

もありますので、そういった方については、どちら

か一方の免許の方もいらっしゃいます。それから、

この補助の対象となりますのが、常勤の職員で正職、

臨時職員にかかわりなく補助の対象となりますの

で、臨時職員の中には片っ方しか持っておられない

方もいらっしゃいますので、そういった方も取得に

向けて検討されるという機会があるということに

なっております。 

○分科会長（竹中  理） 上田伴子委員。 

○委員（上田 伴子） 以前、どなたか忘れた、ちょ

っと聞いたところでは、その方は臨時保育士さんだ

ったと思います。臨時幼稚園教諭もされてましたけ

れども、１０年たったら更新に行かなあかんと、そ

の更新の費用が、じゃあ出るということなんだと思

うんですけれども、やはりそのための休みだとか、

それから往復の旅費だとか、すごく荷重になるとい

うようなことを聞いたんですけども、そこら辺の補

助まではどうですか。 

○分科会長（竹中  理） どうぞ。 

○こども育成課長（宮本ゆかり） 経費の対象となり

ますのが、学校に入られる入学料であるとか、受講

料が対象になっておりますので、旅費については自

己負担というふうになっております。また、この更

新に係る期間につきましては、職専免という扱いを

させていただいてるところです。以上です。 

○分科会長（竹中  理） 上田伴子委員。 

○委員（上田 伴子） その職専免だったらいいかな

と思うんですけれども、やはり臨時さんなんかにつ

いては、その旅費も大変だろうなと思いますので、

ぜひそこら辺も何らかの形で補助の対象になるよ

うな項目で持ってフォローしていただきますよう

に、またお考えいただきますようよろしくお願いし

ます。 

○分科会長（竹中  理） どうぞ。 

○こども育成課長（宮本ゆかり） この資格といいま

すのが、各個人が取得される資格というふうなこと

もありますので、今のところは入学料、受講料につ

いての補助、それも１０万円を限度として対象経費

の２分の１ということで補助をさせていただいて

おります。今のところ交通費につきましては、通信

で取れる場合もありますし、そこはちょっと今のと

ころは自己負担というふうに考えております。以上

です。 

○分科会長（竹中  理） 上田伴子委員。 

○委員（上田 伴子） もう１点済みません。どこま

で試験を受けに行かなあかんのですか。 

○分科会長（竹中  理） どうぞ。 

○こども育成課長（宮本ゆかり） こちらにつきまし

ては、いろんな大学であるとか、養成校のほうで講

義を設けておられますので、それは各個人にお任せ

しているところです。以上です。 

○分科会長（竹中  理） 上田伴子委員。 

○委員（上田 伴子） じゃあ、地元の近大とかでも

取れると、もうないんかな。近大でも取れるという

ことですか。 

○分科会長（竹中  理） どうぞ。 

○こども育成課長（宮本ゆかり） ちょっと今、豊岡

短大のほうで受けておられるかどうかということ

は確認できておりませんが、多くは姫路であるとか、

神戸であるとか、あちらのほうまで行かれているよ

うなことは聞いております。 
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○委員（上田 伴子） わかりました。 

○分科会長（竹中  理） いいですか。 

○委員（上田 伴子） はい。 

○分科会長（竹中  理） それでは、ほかにござい

ませんでしょうか。よろしいですか。 

 それでは質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（竹中  理） ご異議なしと認めます。

よって、第２２号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定をしました。 

 以上で終わりですけど、この際、当局の皆さんか

らご発言はありませんでしょうか。大丈夫ですか。 

 では、ここで分科会を暫時休憩をいたします。 

午後１時１６分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後１時１８分 分科会再開 

○委員長（竹中  理） それでは休憩前に引き続き

分科会を再開をします。 

 休憩前に当分科会に審査を分担されました案件

の審査は終了しました。 

 ここで分科会意見要望として、予算決算委員会に

報告すべき内容について協議をいただきたいと思

います。 

 まず最初に、きのう意見取りまとめをしたものが、

皆さんの机の上にあると思います。第３２号議案、

平成３１年度豊岡市一般会計予算ということで、き

のうちょっと取りまとめを行ったんですけども、ま

だ言葉足らずのとこがあったりとか、追加とか訂正、

また確定をしたいというふうに思います。これは読

みましょうか。（「読まんでもええけど」と呼ぶ者

あり）読まんでいいですか。ちょっと赤字の部分が

作成した部分です。 

○分科会長（竹中  理） 暫時休憩します。 

午後１時１９分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後１時３０分 分科会再開 

○分科会長（竹中  理） それでは分科会を再開し

ます。 

 それでは先ほどよりいただいた意見をまとめさ

せていただきまして、正副委員長に一任を願いたい

と思いますが、ご異議ありませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○事務局調査係長（木山 敦子） 分科会長、２２号

もしてください。きょう。 

○分科会長（竹中  理） 済みません。引き続きま

して、本日審査を行いました補正予算、第２２号議

案の平成３０年度の一般会計補正予算（第１１号）、

これにつきましてのご意見とかご要望、もしこれは

付したいということがありましたら。 

○分科会長（竹中  理） 暫時休憩します。 

午後１時３０分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後１時３２分 分科会再開 

○分科会長（竹中  理） それでは分科会再開しま

す。 

 ２２号議案につきましては、特に付すべき意見は

なしということでやっていきたいと思います。３２

号と２２号におきましては、先ほど３２号いただき

ましたけども、２２号も正副分科会長で一任を願い

たいと思いますが、ご異議ありませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（竹中  理） 異議なしと認め、そのよ

うに決します。 

 ここで分科会を閉会します。 

午後１時３３分 分科会閉会 

──────────────────── 

午後１時３３分 委員会再開 

○委員長（竹中  理） 委員会を再開をいたします。 

 次に、本日、午前中に審査を行いました報告第１

号、専決第２号及び第５号議案並びに第１４号議案

から第１９号議案、また２３号議案から２７号議案

までに対する当委員会の意見、要望について、意見

の取りまとめ、ご協議をいただきたいと思います。

内容につきまして、委員会意見、要望とすべきか、
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協議したいと思います。いかがでしょうか。 

○委員（木谷 敏勝） これも特になかったちゃうか。 

○委員長（竹中  理） １７号議案で、上田伴子委

員とか、この辺は要望だけなんですね。青山委員。 

○委員（木谷 敏勝） 意見を付するようなこともな

いんちゃう。今までやったのをちゃんとするだけの

ことだし。 

○委員長（竹中  理） 委員会を休憩します。 

午後１時３３分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後１時３５分 委員会再開 

○委員長（竹中  理） 委員会を再開します。 

 それでは、報告第１号の専決第２号から第２７号

議案、午前中の報告または議案に対しましては、特

に付すべき意見はないというふうにさせていただ

きましてよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（竹中  理） それでは、それも含めまし

て正副委員長に一任をお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 最後に、陳情、先ほどの、これについてちょっと

皆さんと意見をお願いをしたいと思いますけども、

どういうふうな形で委員長意見というか、全体の意

見を。 

○委員（木谷 敏勝） 何を、採択しましたでええん

ちゃうん。 

○委員長（竹中  理） 採択をしました。その後に、

意見を付すのかどうか。 

○委員（木谷 敏勝） いや、だから、こんなことが

ないように、窓口の対応をしっかりするようにぐら

いしかあれへんのちゃう。 

○委員長（竹中  理） それでいいんですか。 

○委員（松井 正志） それと、対象範囲がふえるん

で、体制がちゃんと機能するように、負担が、要す

るに市民のならないように、あとそれから連絡受け

る人もちゃんと徹底して、連絡してあげるようにす

るとか、周知をしてあげるようにとか、そういうこ

とをつけ加えて。 

○委員長（竹中  理） はい。 

○委員（木谷 敏勝） だから、細かなことを言わん

ほうがええでな。対応をちゃんとするいうのは、そ

の体制をしっかり整えてもらうようぐらいなとこ

にしとかんな。 

○委員長（竹中  理）委員会を暫時休憩します。 

午後１時３７分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後１時３９分 委員会再開 

○委員長（竹中  理） 委員会を再開します。じゃ

あ、もう一回言います。木谷委員の言われた窓口の

対応をしっかり。 

○委員（木谷 敏勝） それも正副委員長、文言はあ

れだけど、対応をするように。 

○委員長（竹中  理） 体制をしっかり整えて。あ

と松井委員が言われた対象範囲が広がるので。 

○委員（木谷 敏勝） この陳情を採択することによ

って対象人員が広がるんで…。 

○委員（松井 正志） そのこともだし、何ていうか

な、対象者の人への周知だな。対象になる人に周知

することと、市民の皆さんの協力をお願いせなあか

んし、理解を求めなあかんということ。そういうこ

とを、うまいことを正副委員長でまとめてください。 

○委員（木谷 敏勝） だから、要は弱者の人のこと

の助けてくれだから、やっぱりそういう声をもっと

慎重に聞かなあかんちゃなことを入れといてもら

ったらええ。あとはええ文章を考えてもらって。 

○委員長（竹中  理） 後で、今意見言った人残っ

てもらって。チェックをお願いします。よろしくお

願いします。 

 よろしいですか、これで、含めて。（「はい」と

呼ぶ者あり） 

 それでは続きまして、閉会中の継続審査の申し出

についてを議題といたします。議長に対して委員会

重点調査事項を閉会中の継続審査事項として議長

に申し出をしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（竹中  理） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定をしました。 
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 暫時休憩をします。 

午後１時４１分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後１時４３分 委員会再開 

○委員長（竹中  理） 委員会を再開いたします。 

 それでは、最後ですけども、協議事項４の平成３

１年度の当委員会の管外行政視察についてを議題

といたします。 

 資料のところに、何枚かありまして、次第に日程、

視察先を記載をしております。ちょっとご確認をい

ただきたいです。平成３１年の５月の１５、水曜日

から１７日の金曜日です。 

内容なんですけども、秋田の男鹿市は、おがっこ

ネウボラの取り組みということで、そこに新聞の記

事がありますけれども、前にも少しお伝えしたと思

いますけども、要は妊娠から子育てまでの切れ目の

ない支援っていうか、ワンストップの支援というこ

とで、フィンランドのモデルとなった日本版のそう

いった施策ということで、それを視察に行きます。 

 それからもう一つの八戸につきましては、３枚目

にあるんですけども、八戸ブックセンターというの

がありまして、これは非常に珍しく、市が運営をし

ている本屋さんということで、本を売るだけじゃな

くて、何か時間が、何時から何時まで何を読んでも

別にいいという、売り上げをするのが目的ではなく

て、そういったいわゆる読書率というんか、本に親

しみを持ってもらうための施策だということで、細

かいことにつきましては、ちょっとまだそこのとこ

ろ読んでいただきたいと思います。これも人気とい

うか、非常に視察たくさん来られるところであると

いうふうに聞いてます。 

 事前質問については正副で一任させていただい

てよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（竹中  理） それでは、そういうふうに

予定したいと思います。 

 それでは、次はその他です。あと委員の皆さんか

ら何かあればご発言をお願いします。 

 じゃあ、特にないようですので、委員会を閉会し

たいと思います。 

 以上をもちまして文教民生委員会を閉会いたし

ます。お疲れさまでした。 

午後１時５８分 委員会閉会 

──────────────────── 

 


